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２ 沿革 
 

昭和２３年  県地方課で消防職員及び消防団員の教育訓練を実施 

昭和２９年  「山梨県消防訓練所設置条例」（山梨県条例第１０号）を制定 

昭和４０年  「山梨県消防学校設置条例」（山梨県条例第９号）を制定し、山梨県 

消防学校を甲府市住吉二丁目に開校（同年４月） 

   昭和４３年  県消防防災課の新設に伴い、消防業務が県地方課から移管 

   昭和４７年  宿泊施設を設置 

   昭和５０年  中央市（旧中巨摩郡田富町）今福９９１番地に新設移転（同年８月） 

   昭和５５年  屋内訓練場竣工 

   昭和６２年  放水訓練場竣工 

   平成 ４年  寮室改修 

   平成 ６年  救急資器材庫竣工 

   平成１１年  第３車庫竣工 

   平成１９年  仮設寮棟竣工 

   平成２７年  新消防学校竣工（中央市今福１０２９番地１） 

   平成２８年  グラウンド・外構工事竣工（同年３月） 
 

３ 組織及び職員 
（令和８年４月１日現在） 

 

   校 長 笠 井  利 昭 
 

 
   

                

   教 頭 山 本  士 行 
 

 
   

                       

（教務スタッフ）     （総務スタッフ）    

 専任消防教官 
（リーダー） 市 東  雅 貴   主任 横 内  祐 美 

 専任消防教官 武 藏  直 也     

 消防教官 伊 藤  卓 弥         

 消防教官 廣 瀬  啓 太         

 専任消防教官 岩 間  満 男         

 専任消防教官 深 澤  太 輔         

 

 
消防教官 

（会計年度任用職員） 
小 沢  龍 駒         
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４ 施設 
 

(1) 所在地 

〒４０９－３８３４ 

   山梨県中央市今福１０２９番地１        ※ 周辺地図は８２ページに掲載 

 

    TEL ０５５－２７３－４０７８ 

    FAX ０５５－２７３－４００９ 

    E-MAIL shobo-gk@pref.yamanashi.lg.jp 

    ホームページ https://www.pref.yamanashi.jp/shobo-gk/index.html 

 

(2) 敷地面積 

３８,９４１.０５㎡ 

 

(3) 建物面積 

総面積 ８，９９８㎡ 

教育訓練棟・宿泊棟 教育棟（Ｒ／Ｃ一部Ｓ造 ２／０）  ２，２２３㎡ 

   宿泊棟（Ｒ／Ｃ一部Ｓ造 ３／０）  ２，１０６㎡ 

 総合訓練棟  ＳＲＣ ５／０  １，４６４㎡ 

 屋内訓練場  ＲＣ一部Ｓ造 ２／０  ２，２６１㎡ 

 救助訓練棟  Ｓ造 ３／０    ２４６㎡ 

 水難救助訓練施設  ＲＣ造一部Ｓ造 ２／０    ２９９㎡ 

 車庫棟  ＬＧＳ造 １／０    ３９９㎡ 

 

 

mailto:shobo-gk@pref.yamanashi.lg.jp
http://www.pref.yamanashi.jp/shobo-gk/index.html
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（４）建物配置図 

 

 

 

 



５  備品等

【車両】

品名 数量 輸液ポンプ 1

消防ポンプ自動車 3 人体解剖模型 2

タンク自動車 1 鼻腔・咽頭・喉頭模型 1

救助工作車 1 モンディアルストレッチャー 2

高規格救急自動車 1 エアウエイスコープ 1

フォークリフト 1 【警防関係】

【救急関係】 品名 数量

品名 数量 鉤付き単梯子 7

自動式人工呼吸器 9 二つ折り梯子 2

自動心臓マッサージ器 2 二連梯子 1

除細動用胴体スキン 2 三連梯子 7

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 1 空気呼吸器 24

ＡＥＤトレーナー 10 空気ボンベ（FRP） 69

二次救命処置トレーニングシステム 3 高圧ボンベ充填装置 1

ショックパンツ 4 フォグガン用ホース 9

酸素ボンベ 5 プロジェットガン 2

メインストレッチャー 7 フォームショットガン 1

ストレッチャーチェアー 5 ＬＸフォームジェット 1

スクープストレッチャー 6 ＭＸフォームジェット 1

スピードボード 2 ウォーターカーテンヘッド 1

トランクケース 4 ディスクストレーナー 1

バックストラップ 10 ラインプロポーショナー 4

バックボード 12 リニアノズル（無反動ノズル） 6

マジックギブスセット 3 エアフォームノズル 2

シリコンレサシテータ 11 ディフェンスノズル 2

レコーディングレサシアン 12 デュアルマチックノズル 4

レコーディングレサシベビー 2 クアドラフォグノズル 2

レサシジュニア 11 噴霧ノズル（フォグガン） 2

外傷モデル 1 噴霧ノズル（FFロータリー直管） 1

気管管理トレーナー 4 集水器 1

気管挿管訓練モデル 8 ネット型泡発砲 2

吸引器 10 可搬式ポンプ 3

携帯用吸引器 4 可搬式ポンプ（軽可搬） 2

喉頭鏡 10 可搬式ポンプ模型 1

救急かばん 10 吸水管 3

血圧計 6 ホースカー 3

血中酸素飽和度・心電図測定器 2 ホース巻機 2

心電計 4 可搬式投光器 1

心電図教育機器 1 防火衣 5

心電図電送装置 1 ホース洗浄機 1

骨格模型 1 濃煙熱気実火災訓練施設 1

心臓模型 1 模擬火災訓練家屋 1

実習用全身モデル 4

上肢注射訓練模型 4
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【救助関係】

品名 数量 紙水分計 1

可燃性ガス測定器 1 X線透過検査装置 1

有毒ガス測定器 1 超音波カッター 1

画像探査装置 1 上皿自動天秤 1

チェンソー 4 赤外線水分計 1

タイガーエアーソー 1 低温恒温恒湿器 1

エンジンカッター 2 電子式微小拡大観察装置 1

コンクリート破壊器具 6 粘度計 1

鉄線カッター 1 木材水分計 1

万能斧 2 二次元放射温度計 1

油圧式切断カッター 1 静電気測定器 1

空気工具 1 ドラフトチャンバー 1

ガス溶断器 1 デジタルマイクロスコープ 1

スプレッダー 1 【視聴覚関係】

削岩機 1 品名 数量

張力計 6 スクリーン 1

救命索発射銃 2 スライド映写機 3

携行用ウインチ 4 オーバーヘッドプロジェクタ 2

車両移動器具 2 プロジェクター 1

マンホール救助器具 1 マルチプロジェクタ 1

救助訓練用人形 6 実物投影機 1

バスケットタンカ 3 投影拡大装置 1

担架（救助用） 3 デジタルカメラ 1

スケッド 4 デジタルビデオカメラ 1

スモークマシン 2 ノートパソコン 2

ホースマスク 1 特定小電力トランシーバー 18

ポートパワー 1 【体育関係】

マット型空気式ジャッキ 1 品名 数量

救助マット 1 跳箱 1

セイフティーマット 6 平均台 2

送排風器 1 バスケット台 2

エアーコンプレッサー 1 ソフトバレー・バド支柱 1

発電機 2 レッグレイズ・チン&ディップ 1

耐電衣 1 ベントレッグアブドミナル 1

化学防護服（訓練用） 5 ４５°バックエクステンションベンチ 1

化学防護服 5 チェストプレス 1

除染シャワー 2 スミスマシン 1

山岳用ハーネス 4 プレートセット１７５㎏ 1

MPD 1 クロームダンベルセット 1

レシプロソー 2 ダンベルラック　 2

【予防関係】 ラバーセットダンベル各種 5

品名 数量 フラットベンチ 1

ガスクロマトグラフ 1 ストレッチングベンチ 1

デジタル温度計 8 リフェックスミラー 2

テスター 3 ユニロール 1

引火点測定器 3 プールカバークロスラム保温シート 1

温度自動計測器 1 プールカバーCタイプ 1

顕微鏡 7 プールフロアN型 25
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令和7年度 令和8年度

4,890 4,282

1,933 2,573

食　 糧　 費 200 200

そ 　の 　他 15,826 16,615

小　　　　計 16,026 16,815

保　険　料 240 233

そ　の　他 2,206 2,712

小　　　計 2,446 2,945

8,223 8,979

538 538

2,000 2,000

18,519 26,095

123 123

54,698 64,350

需　用　費

６　予算

（単位：千円）

区　　　　　分

報　　　償　　　費

旅　　　　　　　費

役　務　費

合　　　　　　　計

委　　　託　　　料

使用料及び賃借料

備　品　購　入　費

負担金、補助及び交付金

公　　　課　　　費
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第２ 

 

令和８年度教育訓練実施計画 
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１ 教育訓練の目的 

教育訓練は、山梨県消防学校規則及び「消防学校の教育訓練の基準」（平成１５年１１

月１９日消防庁告示第３号）に基づき、社会情勢の変化や技術の発展に的確に対応する

ために、住民から期待される水準を充たす消防に係る知識及び技能の効率的かつ効果的

な修得を図り、もって適切公正、安全かつ能率的に業務を遂行できるよう、消防職員及

び消防団員等の資質を高めることを目的として実施する。 

 

２ 教育訓練の方針 

  教育訓練の目的達成のため、次の方針の実践に努める。 

(1) 消防職員及び消防団員に対し、消防防災の本質と責務及び基本理念を正しく認識さ

せ、人間性豊かな人材を育成する。 

(2) 消防職員及び消防団員に対し、公正明朗な品位と良識の高揚を図り、消防組織人と

して必要な資質の向上を図る。 

(3) 消防職員及び消防団員に対し、厳正な規律を身につけさせるとともに、協同精神の

涵養を図る。 

(4) 消防職員及び消防団員に対し、社会情勢の変化に即応できる高度な専門的知識と 

技術を修得させる。 

(5) 地域社会の消防防災活動等に貢献できる消防職員及び消防団員等を育成する。 

 

３ 教育訓練の特色 

近年、各種災害の大規模化・複雑化が進み、国民保護及び救急の高度化などの消防に

対する新たな期待やニーズが高まっており、消防を取り巻く環境は急速に変化している。 

気象庁によると、令和７年の１月から３月の降水量は、東日本から西日本の太平洋側

で特に少なく、昭和２１年から２２年冬の統計開始以降１位の小雨となったとのこと。 

このような中、令和７年２月２６日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、平成以

降日本最大規模となる約３，３７０ｈａの焼損面積となり、この火災には主に東北や関

東から緊急消防援助隊が出動し消火活動にあたった。 

林野火災は本県内でも発生し、１月には笛吹市と甲府市にまたがる大蔵経寺山で約３

０ｈａが焼損、２月には大月市猿橋町付近で約１０７ｈａが焼損し、大月市消防本部の

みならず近隣の富士五湖・都留市・上野原市消防本部が出動し消火活動にあたった。 

林野火災以外にも、令和７年１１月１８日に大分県大分市で発生した建物火災は、覚

知から鎮火まで１６日間を要し、焼損棟数１８７棟、焼失面積は４８，９００㎡に被害

が及んだ。 
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このように、近年の災害はこれまでより大規模化するものもあり、消防に求められる

役割も多くなっている一方で、安全管理面など過去の事案を教訓とし、安全・確実な任

務遂行も必要となってきている。 

本県は、周囲を３，０００ｍ級の峰々に囲まれ、急峻な箇所が多く、地震・暴風・豪

雨・地滑りなど多種の自然災害が発生しやすい自然条件下にある。 

また、南海トラフ地震や首都直下地震、富士山噴火などの発生が危惧されており、大

規模災害への対応など、消防防災力を更に高めることが喫緊の課題となっている。 

こうした情勢を踏まえ、令和８年度は、複雑・多様化する災害等へ的確に対応できる

消防職員及び消防団員を育成するため、次の教育訓練を実施する。 

消防職員教育は、初任総合教育（初任教育と専科教育救急科を併せた８箇月教育）、専

科教育（警防科・予防査察科・火災調査科・救急科）及び幹部教育（幹部科・上級幹部

科）を実施するとともに、特別教育では、水難救助研修、山岳救助指導者養成研修や女

性消防吏員研修を引き続き行うなど、消防需要の専門化・高度化に対応した教育訓練を

実施する。 

また、近年火災件数の減少に伴い、火災現場の経験不足が懸念されていることから、

ホットトレーニング施設を活用した濃煙熱気実火災研修を実施し、火災性状及び消火戦

術等の更なる技術の向上を図る。 

  消防団員教育は、基礎教育、専科教育（警防科・機関科）、幹部教育（初級幹部科・ 

指揮幹部科現場指揮課程・指揮幹部科分団指揮課程）及び特別教育（移動消防学校・一

日入校等）を実施し、地域防災の中核としての消防団員を育成強化していく。 

特に、幹部教育指揮幹部科では、大規模災害時に現場指揮者として活動する幹部団員

を対象に、災害現場における指揮要領に関する実践的な訓練を実施し、また、特別教育

では女性消防団員研修を引き続き実施するとともに、従来から実施しているドローン研

修について、基礎的な知識や操縦技術の修得に加え、夜間飛行やドローンからの映像を

活用した災害想定訓練を実施するなど、消防団の災害対応能力を向上させる教育訓練を

実施する。 

更に、自然災害の頻発化などにより、消防・防災に対する県民の関心が高まっている

ことから、自主防災組織等への防災教育をとおし、防火・防災に関する基本的な知識を

より一層深めることにより、災害発生時における自主防災活動が適切に行えるよう教育

訓練を実施する。 

 

４ 教育訓練の種類 

 (1) 消防職員教育 
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  ア 初任総合教育（初任教育及び救急科） 

新たに採用した消防職員のすべてに対して行う基礎的教育訓練及び救急分野に関

する専門的教育訓練をいう。 

教育訓練内容は、一般教養・実務教育と併せ、専門的な救急教育を一体的に行うこ

とにより、消防人としての使命感と基礎的知識や技術を修得させるとともに、厳正か

つ規律正しい寮生活を通じて、社会人としての自覚と団体行動の重要性を認識させ、

協同精神の涵養を図る。 

また、救急隊員としての専門的な知識及び技術を修得させ、救急自動車に乗務でき

る資格を取得させる。 

  イ 専科教育 

現任の消防職員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練をいう。 

教育訓練内容は、社会構造の成熟化、科学技術の高度化等に伴い、複雑多様化する

各種災害や気象変動、地殻変動による風水害や地震、噴火等の自然災害、更には資格

制度等に的確に対応できる専門的知識や技術の修得を図る。 

ウ 幹部教育 

幹部（主として消防司令補以上の階級にある者をいう。）に対して行う一般的に必

要な教育訓練をいう。 

教育訓練内容は、各級幹部としての管理、監督者としての総合的視野に立った施策、

組織管理能力の向上及び現場指揮能力の養成を図る。 

また、組織内外から発生する様々な問題へ的確に対応できる幅広い知識と判断力を

養い、自己啓発の助長を図る。 

  エ 特別教育 

初任・専科・幹部教育以外の教育訓練で、特別の目的のために実施するものをいう。 

教育訓練内容は、社会情勢や消防を取り巻く環境の変化、消防職員の要望に即応し

た柔軟な教育訓練を実施する。 

なお、消防本部が企画する教育訓練についても、要請がある場合は、本校職員を積

極的に派遣する。  

 (2) 消防団員教育 

  ア 基礎教育 

任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練をいう。 

教育訓練内容は、消防団員としての経験が概ね３年に満たず、消防学校における教

育訓練を受講したことのない者（団員の階級にある者に限る。）を対象に、地域防災

の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消防対策に必要な地域特性を理
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解させ、災害現場では自らの安全を確保しながら、下命に基づく現場活動ができる基

礎知識と技術の修得を図る。 

イ 専科教育 

    主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教

育訓練をいう。 

教育訓練内容は、火災防ぎょ活動や機関運用、更には各種災害事象における消防団

の役割及び活動内容を理解させるとともに、消防自動車を迅速かつ的確に運行できる

等、災害現場において活動の中核が担えるよう、専門的知識の修得を図る。 

   ウ 幹部教育 

    幹部（班長以上の階級にある者をいう。）に対して行う一般的に必要な教育訓練を

いう。 

教育訓練内容は、各級幹部としての職責を自覚し、規律、災害活動要領、安全管理

及び地元住民に対する防災指導等、消防団の管理運営及び活性化に資する広い知識と、

消防団に期待される役割や効果的な防ぎょ活動の在り方を深く理解させる。 

エ 特別教育 

    基礎・専科・幹部教育以外の教育訓練で、特別の目的のために実施するものをいう。 

教育訓練内容は、社会情勢や消防を取り巻く環境の変化、地域特性及び消防団員の

要望に即応した柔軟な教育訓練を実施する。 

なお、市町村が企画する教育訓練についても、要請がある場合は、本校職員を積極

的に派遣する。 

 

 (3) 自主防災組織等への防災教育 

自主防災組織等に関わる県民に対して行う教育訓練をいう。 

県防災危機管理課、県立防災安全センター及び各市町村が実施する防災教育への協

力・支援をとおして、県民の防災意識を高め、地域防災力の向上を図る。 

 

５ 消防本部等との連携 

教育訓練の実施にあたっては、消防本部、消防団、県庁関係所属及び市町村等と密接

に連携し、教育効果の向上を図る。 

 

消防団員教育の案内については、山梨県消防学校ホームページからダウンロード可能 

掲載ページＵＲＬ https://www.pref.yamanashi.jp/shobo-gk/danannai.html 

https://www.pref.yamanashi.jp/shobo-gk/danannai.html
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６ 消防団員に対する教育訓練の特例 

 (1) 消防学校において教育訓練を受講することが困難であると認められるときは、消防

学校の教官を教育訓練実施場所に派遣して、教育訓練を行う。 

(2) 教育訓練を一の期間でまとめて受講することが困難であると認められるときは、 

所定の教科目を半日単位で受講できることとする。この場合においては、未受講分の 

教科目を概ね３年の範囲内で受講した者を当該課程の修了と認定する。 

 (3) 基礎教育及び専科教育（警防科・機関科）については、教育訓練内容の一部を入校

前教育として市町村等で受講することにより、消防学校における教科目の修了と認定

する。 



警防科

（特殊災害科を含む。）

救急科

（初任総合教育に含む。）

山岳救助指導者養成研修

（隔年開催）

：
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救急隊長研修 消防職員（要件あり）

機関員研修 消防職員（要件あり）

通信指令員研修 消防職員（要件あり）

令和８年度は実施しない。

特別教育

山岳救助研修（隔年開催） 消防職員（要件あり）

特別研修 消防職員

消防職員（要件あり）

玉掛け技能講習 玉掛けの補助作業業務に従事した経験を有する者

小型移動式クレーン運転

技能講習
玉掛け技能講習修了資格を有する者

玉掛業務従事者安全衛生

教育

玉掛け技能講習修了資格取得後、概ね５年を超えて

業務に従事する者

水難救助研修 消防職員（要件あり）

はしご自動車研修 消防職員

濃煙熱気実火災研修 消防職員（要件あり）

無線従事者講習 消防職員

救助科（隔年開催） 消防職員（要件あり）

幹部科
主として消防司令又は消防司令補の階級にある者

（消防士長であって部隊の長又は係の長を含む。）
幹部教育

上級幹部科 主として消防司令長以上の階級にある者

消防職員

７　消防職員教育訓練　体系表

初任総合教育（初任教育及び救急科） 新たに採用した消防職員

警防担当者

予防査察科（隔年開催） 予防担当者

危険物科（隔年開催） 危険物担当者

専科教育

火災調査科 火災調査担当者



日数 定員

令和 8年  4月  3日(金) ～ 11月30日(月) 155日 60人

専科教育 令和 8年12月  7日(月) ～ 12月18日(金) 10日 30人

令和 9年  3月  8日(月) ～   3月19日(金) 10日 30人

令和 8年度は実施しない。 5日 30人

令和 9年  1月18日(月) ～   1月29日(金) 10日 30人

38日 60人

令和 8年度は実施しない。 20日 30人

幹部教育 令和 8年  5月11日(月) ～   5月22日(金) 10日 30人

令和 8年  4月22日(水) ～   4月24日(金) 3日 30人

特別教育 令和 8年11月17日(火) ～ 11月19日(木) 3日 30人

1日/4回 各回10人

令和 8年11月12日(木) ～ 11月13日(金) 2日 60人

令和 8年12月  2日(水) ～ 12月  4日(金) 3日 30人

令和 9年  1月13日(水) ～   1月15日(金) 3日 30人

令和 8年12月  1日(火) 1日 50人

令和 8年  7月13日(月) ～   7月17日(金) 5日 20人

令和 8年度は実施しない。 5日 20人

令和 8年10月19日(月) ～ 10月22日(木) 4日 10人
（各本部1名）

令和 8年  9月  3日(木) ～   9月  4日(金) 2日 30人

令和 8年10月  5日(月) ～ 10月  7日(金) 3日 30人

令和 8年度は実施しない。 3日 30人

別途通知 － －
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小型移動式クレーン運転

技能講習

玉掛業務従事者安全衛生

教育

水難救助研修

山岳救助研修

山岳救助指導者養成研修

救急隊長研修

機関員研修

通信指令員研修

特別研修

※　6月17日(水)、7月1日(水)、9月16日(水)、9月30日(水)

　　いずれの日も予備日は2日後

玉掛け技能講習

危険物科（隔年開催）

火災調査科

救急科

（初任総合教育に含む。）
初任総合教育実施期間中

救助科（隔年開催）

幹部科

上級幹部科

はしご自動車研修

濃煙熱気実火災研修 下部、枠外に記載（※）

無線従事者講習

予防査察科（隔年開催）

８　消防職員教育訓練　計画表

課程 実施期間

初任総合教育（初任教育及び救急科）

警防科

（特殊災害科を含む。）



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

特別研修 別途通知

通信指令員研修

5(月)→7(水)機関員研修

3(木)→4(金)救急隊長研修

19(月)→22(木)
山岳救助指導者養成研修

（隔年開催）

山岳救助研修（隔年開催）

水難救助研修 13(月)→17(金)

1(火)玉掛業務従事者安全衛生教育

13(水)→15(金)小型移動式クレーン運転技能講習

2(水)→4(金)玉掛け技能講習

12(木)→13(金)

いずれの日も

予備日は２日後

無線従事者講習

16(水)・30(水)濃煙熱気実火災研修 17(水) 1(水)

17(火)→19(木)特別教育 はしご自動車研修

上級幹部科 22(水)→24(金)

幹部教育 幹部科 11(月)→22(金)

救助科（隔年開催）

救急科（初任総合教育に含む。）

18(月)→29(金)火災調査科

危険物科（隔年開催）

予防査察科（隔年開催）

→ → → →30(月)

8(月)→19(金)

1
5

９　消防職員教育訓練　日程表

課程
令和８年 令和９年

初任総合教育（初任教育及び救急科） 3(金)→ → → →

7(月)→18(金)専科教育 警防科（特殊災害科を含む。）



 (1)　共通事項

　 ア　教科目及び単位時間数

　　(ｱ)　一単位時間は、５０分を基準とする。

　　(ｲ)　一週間の単位時間数は、３５を基準として編成する。

　　(ｳ)　基準となる教科目及び単位時間数であり、訓練内容に応じて適宜編成する。

　 イ　修了基準

　　　 学校長は、各課程の修了基準を満たした者の修了を認定し、修了証書（初任総合教育

　 　は、卒業証書）を交付する。

　 ウ　登校（受付）時間

　 　　授業開始３０分前から１０分前までとする。（初任総合教育（宿泊研修）は除く。）

　 エ　服装

　　　 原則として、各消防本部服制規則等による「制服」とする。

　 オ　携行品等

　　 　消防職員教育訓練　携行品一覧のとおりとする。

 (2)　初任総合教育（初任教育及び救急科）

　　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

到達目標 １　服務義務を理解し、職務意欲が旺盛で、住民の信頼を得られること。

２　警防隊員として、基本的な安全管理について理解し、自らの安全を確保し、

　災害現場では隊長の下命に基づく基本的な活動ができること。

１０　消防職員教育訓練　カリキュラム

対象者 　新たに採用した消防職員

目的 　初任教育及び救急科課程を総合的に行い、職務に必要な心構え及び基礎的知識・

技術並びに救急隊員資格を身につけさせ、現場対応能力を向上させる。

６　応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する専門的知識を有して

　おり、応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えていること。

７　応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。

３　消防業務全般について概要を理解していること。

４　住民からの一般的な質問に応答できること。

５　救急業務及び救急医学に関する基礎的な知識を有していること。

　場合

　　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。
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８　救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること。

修了基準 １　初任教育については、教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

２　救急科については、資格付与課程のため、教育訓練全体のすべてを履修した



単位時間数

5

20

9

28

10

20

8

12

27

10

16

10

30

15

23

50

10

50

86

45

55

90

55

35

40

60

819

73

67

25

51

266

1085

教科目 分類指標・教育内容

物理、化学、電気、燃焼と消火等

実

務

教

育

予防広報 防火管理の意義等

危険物 消防法上の危険物等

消防用設備 消防用設備等の規制概要等

査察 総則、査察要領、違反処理等

基

礎

教

育

倫理 現代社会と消防、地域社会と消防等

法学基礎・消防法 消防行政と法、法の分類等

消防組織制度 地方自治制度、自治体消防制度等

服務と勤務 地方公務員制度、消防実務等

理化学

火災防ぎょ 火災、火災防ぎょの概要等

火災調査 火災原因調査、火災損害調査等

防災 災害対策、気象と災害等

建築 総則、建築構造、建築法令等

安全管理 安全管理の概要等

特殊災害と保安 特殊災害の概説等

救急 概要、人体知識、応急処置法等

消防機械・ポンプ 消防用自動車、消防通信等

実

科

訓

練

訓練礼式 訓練礼式の概要、各個訓練等

消防活動訓練 訓練の概要、ポンプ自動車等

救助訓練

そ

の

他

実務研修 消防署勤務実習

選択研修 社会教育他

行事その他 入校式、修了式等

概要、ロープ取扱技術等

機器取扱訓練 消防機器の概要等

消防活動応用訓練 消火活動訓練、救助活動訓練等

体育 健康と体力他

計

専

科

教

育

救

急

科

救急業務及び救急医学の
救急業務の総論及び医学概論等 50

基礎

応急処置の総論 観察、検査、応急処置総論等

病態別応急処置 心肺停止、ショック・循環不全等

17

特殊病態別応急処置 小児、新生児、高齢者等

実習及び行事 救急資器材の操作法等

計

合計



 (3)　専科教育

　ア　警防科（特殊災害科を含む。）

単位時間数

1

5

14

14

7

18

7

3

1

70

　イ　予防査察科（隔年開催）

対象者 　警防担当者

目的 　災害現場における各級指揮者としての専門的知識や技術を修得させるとともに、

災害に応じた適切かつ効果的な消防戦術を指揮できる能力の向上を図る。

３　各種災害事象に対する基本的消防戦術を理解し、災害現場において部隊を適切

　かつ効果的に指揮できること。

４　心身の健康管理に積極的に取り組めること。

到達目標 １　警防行政の現状及び課題を理解していること。

２　防災関係法令に関する専門的知識及び災害対策に関する最新の知識を豊富に

　有していること。

　を理解していること。

７　災害現場において、隊員の安全管理を優先して、適切かつ効果的な消防戦術を

　指揮できること。

５　安全、適切かつ効果的な消防活動に必要な特殊物質に関する専門的知識を豊富

　に有していること。

６　特殊かつ異様な災害への対応を含め、災害の態様に応じた的確な消防活動要領

講話 職責と心構え

防災 関係法令等

警防対策 警防行政の現状と課題等

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

特殊災害 特殊災害に対する活動要領と安全管理

健康管理 消防職員の体力づくり等

行事その他 入校式、修了式等

消防戦術と安全管理 災害現場の指揮等

図上訓練 図上訓練の企画立案等

実技訓練 実技訓練の企画立案等

職務遂行能力の向上を図る。

18

計

対象者 　予防担当者

目的 　予防業務に係わる防火管理や消防用設備などの専門的知識及び技術を修得させ、



単位時間数

1

1

6

26

7

14

7

7

1

70

　ウ　危険物科（隔年開催）

単位時間数

1

2

5

19

7

到達目標 １　査察行政の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

２　防火管理、建築規制、危険物規制及び消防用設備等に係る専門的知識を豊富に

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

　有しており、査察要領を修得していること。

３　違反処理に係る専門的知識を修得し、違反対象物の関係者（当該違反対象物の

　管理について権原を有する者を含む。）に対して是正を指導できること。

査察 査察要領等

危険物規制 製造所等に対する規制と査察要領

違反処理 違反処理の概要等

講話 職責と心構え

予防査察行政の現状と課題 予防査察行政の現状と課題等

消防同意 消防同意の概要

計

対象者 　危険物担当者

目的 　消防危険物の特性や性状を理解させるとともに、危険物規制の知識や技術を修得

査察・違反処理実習 防火対象物の査察・違反処理等

事例研究 実務研究課題討議

行事その他 入校式、修了式等

　的特性等に係る専門的知識を豊富に有していること。

３　危険物施設に対して許認可等の規制を的確に行い、違反を適切に処理できる

　こと。

させ、職務執行能力の向上を図る。

到達目標 １　危険物行政の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

２　危険物化学、指定可燃物及び液化石油ガス等に関して、災害対策上必要な化学

講話 職責と心構え

危険物行政の現状と課題 危険物行政の現状と課題等

危険物化学 各危険物の概要等

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

危険物規制 危険物施設の規制等

事例研究 実務研究課題討議
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1

35

　エ　火災調査科

単位時間数

1

6

25

7

3

7

14

6

1

70

　オ　救急科（初任総合教育に含む。）

計

対象者 　火災調査担当者

目的 　火災調査に係る専門的知識及び技術を修得させ、火災現場での調査業務を的確に

行事その他 入校式、修了式等

　判断能力を備えていること。

３　文書実務に係る知識を豊富に有しており、技能を十分に発揮できること。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

遂行できる能力の向上を図る。

到達目標 １　火災調査業務に係る制度を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

２　原因調査、損害調査及び鑑定等に係る専門的知識を豊富に有しており、的確な

原因調査関係法規 消防法関係等

原因調査 原因調査の内容、原因調査の進め方等

損害調査 損害調査の内容、損害調査の進め方等

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

講話 職責と心構え

事例研究 実務研究課題討議

その他 入校式、修了式等

計

鑑定 鑑定の概念、鑑定の実施要領

調査実習 模擬火災調査

調査書類 調査書類の作成要領

につけさせる。

到達目標 １　救急業務及び救急医学に関する基礎的な知識を有していること。

２　応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する専門的知識を有して

対象者 　消防職員

目的 　救急医学に関する基礎知識に基づき、救急活動時における的確な観察、判断能力

及び応急処置に必要な専門的技能を修得させ、救急隊員として活動できる能力を身

20

　おり、応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えていること。

３　応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。

４　救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること。



単位時間数

50

73

67

25

51

266

　カ　救助科（隔年開催）

単位時間数

1

21

23

5

21

35

30

3

1

140

修了基準 　資格付与課程のため、教育訓練全体のすべてを履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

特殊病態別応急処置 小児、新生児、高齢者等

実習及び行事 救急資器材の操作法等

計

対象者 　消防職員

救急業務及び救急医学の基礎 救急業務の総論及び医学概論等

応急処置の総論 観察、検査、応急処置総論等

病態別応急処置 心肺停止、ショック・循環不全等

のもとにおいて、救助活動を遂行し得る旺盛な士気を身につけさせる。

到達目標 １　厳しい条件の下において救助活動を遂行し得る旺盛な士気及び強健な身体を

　有していること。

要件 　心疾患、糖尿病、高血圧等の疾患がなく健康状態の良好な者とする。

（血圧は、最高血圧１４０ｍｍＨｇ、最低血圧９０ｍｍＨｇ未満の者とする。）

目的 　救助活動に係る最新の専門的知識や高度な技能及び技術を修得させ、厳しい条件

修了基準 　資格付与課程のため、教育訓練全体のすべてを履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

２　救助活動に係る最新の専門的知識を豊富に有しており、専門的で高度な技能

　及び技術を備え、これらを活用した応用力を十分に発揮できること。

３　救助活動及び救助訓練において自らの安全を確保できること。

救急 外傷処置、多数傷病者発生時の処置

救助器具取扱訓練 主要な救助器具の取扱い

救助訓練 高所からの救助、低所からの救助他

講話 職責と心構え

安全管理 概要、救助活動における安全管理等

災害救助対策 概要、緊急消防援助隊等

計
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総合訓練 想定訓練

体育 体力管理等

行事その他 入校式、修了式等



 (4)　幹部教育

　ア　幹部科

指揮能力を養うとともに、上司の補佐及び部下の指導を行い、職務を遂行できる

単位時間数

1

2

8

3

12

10

18

15

1

70

　イ　上級幹部科

対象者 　主として消防司令又は消防司令補の階級にある者

（消防士長の階級にある者であって、部隊又は係の長である者を含む。）

２　初級・中級幹部として消防行政の動向を理解していること。

３　上司を補佐し、部下を指導できること。

４　事故及び障害の発生時に、迅速な初動対応ができること。

目的 　幹部職員として、消防行政の現状や課題を正しく認識させ、現場活動に必要な

能力の向上を図る。

到達目標 １　初級・中級幹部としての責任及び立場を正しく認識していること。

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

講話 公務員倫理と消防職員の倫理等

５　災害現場において、現場指揮者の下命を理解でき、自隊に対する安全管理と

　的確な下命を行えること。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

人事業務管理 組織と監督、議会、事故防止等

安全管理 公務災害、安全対策

現場指揮 災害現場の指揮、現場指揮要領等

訓練礼式 点検、礼式

消防時事 消防行政の現状と課題、消防法令

消防財政 国と地方の関係、財政の仕組み等

対象者 　主として消防司令長以上の階級にある者

目的 　消防管理職としての業務管理や人事管理に必要な見識並びに職務遂行に必要な

判断力を高め、組織全体を円滑に運営管理できる能力の向上を図る。

事例研究 実務研究課題討議

行事その他 入校式、修了式等

計

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。
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到達目標 　上級幹部にふさわしい業務管理、人事管理及び危機管理に必要な知見を備え、

かつ、職責遂行に必要な水準の判断力を有し、組織全体を円滑に運営できること。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合



単位時間数

2

3

4

3

8

1

21

 (5)　特別教育

　ア　はしご自動車研修

単位時間数 単位時間数

3 3

2 3

1 1

4 1

3 21

　イ　濃煙熱気実火災研修

単位時間数 単位時間数

2 1

4 7

教科目 分類指標・教育内容

管理職の役割 上級幹部としての職責と心構え

事例研究 実務研究課題討議

行事その他 入校式、修了式等

計

業務管理 地方自治、消防行財政、情報政策

人事管理 人事管理、人権、健康管理指導等

危機管理 危機管理理論等

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 教科目

安全管理 点検・整備

対象者 　消防職員

目的 　はしご機関担当者に、業務に必要な専門的な知識及び技術を修得させる。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

応用操作 計

対象者 　消防職員

要件 １　心疾患、糖尿病、高血圧等の疾患がなく健康状態の良好な者とする。

取り扱い基本理論 故障と対策

特殊装置の構造 効果確認（質疑応答）

基本取扱い操作 行事その他

目的 　火災現場と同様の熱、煙を体験させるとともに、火災性状等に関する知識及び

高い注水技術を身につけさせる。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　（血圧は、最高血圧１４０ｍｍＨｇ、最低血圧９０ｍｍＨｇ未満の者とする。）

２　各消防本部の出動計画において、第一出場で出動する役職の上位者からとする。

　　なお、毎日勤務者の推薦も可能とする。

実火災訓練 計
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　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 教科目

火災性状・消火理論・検討会 行事その他



　ウ　無線従事者講習

単位時間数 単位時間数

5 2

4 11

　エ　玉掛け技能講習

単位時間数 単位時間数

3 クレーン等の運転のための

3 合図（実技）

1 クレーン等の玉掛け 4

1 修了試験（実技） 3

行事その他 1

21

1

　オ　小型移動式クレーン運転技能講習

単位時間数 単位時間数

1

6

1 2

3 1

1 21

対象者 　消防職員

目的 　無線従事者として必要な法規及び無線工学を修得させ、「第二級陸上特殊無線

教科目 教科目

法規 修了試験・行事等

無線工学 計

技士」の資格を取得させる。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 教科目

クレーン等の玉掛けの方法
1

力学に関する知識

対象者 　玉掛けの補助作業業務に従事した経験を有する者

目的 　玉掛け技能講習修了資格を取得させる。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

修了試験（学科）

対象者 　玉掛け技能講習修了資格を有する者

クレーン等に関する知識

関係法令

クレーン等の玉掛けの方法、
3

合図 計

教科目 教科目

小型移動式クレーンに関する
6

運転のための合図

知識 小型移動式クレーンの運転

目的 　小型移動式クレーンの技能講習修了資格を取得させる。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

24

関係法令 修了試験（実技）

原動機及び電気 行事その他

修了試験（学科） 計



　カ　玉掛業務従事者安全衛生教育

単位時間数 単位時間数

1 2

1

7

　キ　水難救助研修

単位時間数 単位時間数

3 7

3 1

1

35

　ク　山岳救助研修（隔年開催）

対象者 　玉掛け技能講習修了資格取得後、概ね５年を超えて業務に従事する者

目的 　玉掛け技能講習修了資格を有する者を対象に、労働安全衛生法第６０条の２に

規定する安全衛生教育を受講させる。

最近の玉掛け用具等の特徴 災害事例及び関係法令

玉掛け用具等の取り扱いと
3

行事その他

保安管理 計

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 教科目

　（血圧は、最高血圧１４０ｍｍＨｇ、最低血圧９０ｍｍＨｇ未満の者とする。）

３　１００ｍの泳力がある者とする。

４　立ち泳ぎが２分できる者とする。

目的 　水難救助活動に係る専門的知識や技能及び技術を修得させ、特殊環境下での業務

対象者 　消防職員

要件 １　救助業務に携わる者とする。

２　心疾患、糖尿病、高血圧等の疾患がなく健康状態の良好な者とする。

教科目 教科目

水難救助概論 流水救助活動

安全管理 資器材点検・整備

を的確に遂行できる能力の向上を図る。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

要件 １　救助業務に携わる者とする。

２　心疾患、糖尿病、高血圧等の疾患がなく健康状態の良好な者とする。

　（血圧は、最高血圧１４０ｍｍＨｇ、最低血圧９０ｍｍＨｇ未満の者とする。）

水面救助活動
20

行事その他

（潜水活動を含む） 計

対象者 　消防職員

目的 　山岳救助活動に係る専門的知識や技能及び技術を修得させ、特殊環境下での業務

を的確に遂行できる能力の向上を図る。
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単位時間数 単位時間数

1 7

5 7

7 1

7 35

　ケ　山岳救助指導者養成研修（隔年開催）

単位時間数 単位時間数

3 6

4 1

14 28

　コ　救急隊長研修

単位時間数 単位時間数

3 2

1 1

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 教科目

安全管理 山岳救助活動（高所救助）

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

対象者 　消防職員

要件 １　心疾患、糖尿病、高血圧等の疾患がなく健康状態の良好な者とする。

　（血圧は、最高血圧１４０ｍｍＨｇ、最低血圧９０ｍｍＨｇ未満の者とする。）

資器材の諸元・性能 山岳救助活動（低所救助）

資器材取り扱い訓練 行事その他

山岳救助活動（降下・登はん） 計

及び業務を的確に遂行できる能力の向上と共に、消防本部の指導者として技能の

向上を図る。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

２　山岳救助活動の基本的技術を習得している者とする。

３　概ね３０歳以上で５０歳未満の者とする。

目的 　山岳救助活動の基本的技術を習得している職員に対し、山岳救助現場での即応力

基礎研修Ⅰ・基礎研修Ⅱ 計

対象者 　救急隊長又は救急係長の職にある者（救急救命士に限定しない。）

目的 　救急業務の指導的立場の職員に対して、救急行政の現状や課題を正しく認識させ、

教科目 教科目

確保理論 総合研修

装備点検・器具の使用方法 行事その他

教科目 教科目

救急行政の現状と課題 コミュニケーションスキル

救急業務に係る法律問題・
3

指導救命士制度・現任救急

職務遂行に必要な判断力及び指導力の向上を図る。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

2
訴訟対策 隊員教育のあり方

メディカルコントロール体制 行事その他
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2 14

　サ　機関員研修

単位時間数 単位時間数

1.5 6.5

5 1

7 21

　シ　通信指令員研修

単位時間数 単位時間数

2.5 3

2 3.5

2 1

図上訓練 3 4

21

　ス　特別研修

個人情報保護・報道対応 計

対象者 　消防職員

目的 　消防車両の安全な運行を確保するため、運転、操作に係る専門的知識及び技能を

教科目 教科目

道路交通関係法規 消火理論・放水隊形

走行訓練 行事その他

修得させ、機関業務を的確に遂行できる能力の向上を図る。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

口頭指導等、職務遂行に必要な専門的知識と技術の向上を図る。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

ポンプ工学・運用 計

対象者 　消防職員（通信指令業務に従事する者）

目的 　通報時の情報収集と分析、活動隊への適切な情報伝達及び通報者への効果的な　

事案対応 行事その他

通報対応訓練

計

対象者 　消防職員

教科目 教科目

通信指令員の役割 医学的知識

通信コミュニケーション 事例研究

　ただし、校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 　訓練内容に応じて適宜編成する。
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目的 　消防職員教育の充実強化のため、消防学校において、特別の要望に応じた教育

訓練を実施し、消防活動知識及び技術の向上を図る。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合



１１　消防団員教育訓練　体系表

※ 市町村等で入校前教育の受講が必要

消防団員として概ね３年以上の経験を有する者

※ 市町村等で入校前教育の受講が必要

消防団員として概ね１年以上の経験を有する者

※ 市町村等で入校前教育の受講が必要

消防団員としての経験が概ね３年に満たず、消防学校に

おける教育訓練を受講したことのない者

（団員の階級にある者に限る。）

　分団指揮課程

機関科

指揮幹部科

　現場指揮課程

指揮幹部科

消防団員
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基礎教育

幹部教育

特別研修

一日入校

移動消防学校

初級幹部科

特別教育

班長の階級にある者

部長、副分団長又は分団長の階級にある者等

部長、副分団長又は分団長の階級にある者等

消防団員

消防団員

専科教育

警防科



日数 定員

基礎教育 第１次 令和8年  4月19日(日) 1日 70人

第２次 令和8年10月17日(土) 1日 70人

専科教育 警防科 令和8年  6月  7日(日) 1日 70人

機関科 第１次 令和8年  6月14日(日) 1日 70人

第２次 令和8年10月31日(土) 1日 70人

幹部教育 初級幹部科 第１次 令和8年  5月  9日(土) ・   5月24日(日) 2日 70人

第２次 令和8年  9月13日(日) ・   9月26日(土) 2日 70人

－ －

※1　山梨県消防協会支部単位で、各支部年１回まで「現地において」実施する。

※2　市町村単位で、各市町村年１回まで「消防学校において」実施する。

特別研修 別途通知

29

１２　消防団員教育訓練　計画表

課程 実施期間

指揮幹部科
令和8年10月  3日(土) ・ 10月18日(日) 2日 70人

　現場指揮課程

指揮幹部科
令和8年  5月16日(土) ・   5月31日(日) 2日 70人

　分団指揮課程

特別教育 移動消防学校（※1）
令和8年4月から令和9年3月までの間

－ －
で随時（年末年始は除く。）

一日入校（※2）
令和8年4月から令和9年3月までの間

－ －
で随時（年末年始は除く。）



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

→

特別研修

→ → → → →

→ → → →一日入校 随時→ → → → → → →

　分団指揮課程

特別教育 移動消防学校 随時→ → → → →

指揮幹部科
16(土)・31(日)

→→

　現場指揮課程

指揮幹部科
3(土)・18(日)

13(日)・26(土)第２次

幹部教育 初級幹部科 第１次 9(土)・24(日)

31(土)第２次

14(日)機関科 第１次

専科教育 警防科 7(日)

17(土)

3
0

１３　消防団員教育訓練　日程表

課程
令和８年 令和９年

基礎教育 第１次 19(日)

第２次



１４　消防団員教育訓練　カリキュラム

 (1)　共通事項

　 ア　教科目及び単位時間数

　　(ｱ)　一単位時間は、５０分を基準とする。

　　(ｲ)　基準となる教科目及び単位時間数であり、訓練内容に応じて適宜編成する。

　 イ　修了基準

　　 　学校長は、以下の基準を満たした者の修了を認定し、修了証書（一日入校及び特別

　　 研修は除く。）を交付する。

　　 　指揮幹部科の現場指揮課程及び分団指揮課程は、それぞれに修了証書を交付し、両

 　　課程を修了した場合、指揮幹部科の修了証書を交付するとともに、当該者が消防団の

 　　活動時における指揮者であることを示す「き章」を交付する。

　 ウ　登校（受付）時間

 　　　授業開始３０分前から１０分前までとする。

　 エ　服装

 　　　各市町村消防団服制規則等による「活動服」とする。

　 オ　携行品等

 　　　消防団員教育訓練　携行品一覧のとおりとする。

 (2)　基礎教育　（※ 入校前教育あり）

単位時間数

1

2

2

1

1

7

対象者 　消防団員としての経験が概ね３年に満たず、消防学校における教育訓練を受講

したことのない者（団員の階級にある者に限る。）

目的 　消防の組織制度を理解させ、消防団員としての資質の向上を図るとともに、消防

２　災害現場では自らの安全を確保しながら、下命に基づく現場活動を遂行できる

　こと。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

活動上必要な基礎的知識や技術を身につけさせる。

到達目標 １　地域防災の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消防対策に必要

　な地域特性を理解していること。

訓練礼式 各個訓練、通常点検、敬礼動作等

ポンプ操法 放水訓練

火災防ぎょ 概要（火災防ぎょ戦術の原則）

　ただし、学校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

講話 職責と心構え

行事その他 入校式、修了式等

計
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※　基礎教育入校前に、以下の教科目を市町村等で受講する必要がある。

単位時間数

1

2

1

2

2

5

2

2

17

 (3)　専科教育

　ア　警防科　（※ 入校前教育あり）

単位時間数

4

2

1

7

※　警防科入校前に、以下の教科目を市町村等で受講する必要がある。

単位時間数

1

2

2

5

訓練礼式 各個訓練（停止間の動作）

組織制度 消防団の概要、消防団の活動

ポンプ操法 消防ポンプ操法の概要

教科目 分類指標・教育内容

緊急自動車運行管理 道路交通法、道路運送車両法

安全管理 危険予知訓練

計

火災防ぎょ 概要（火災防ぎょ戦術の原則を除く）

防災 災害対策、現地活動要領

救急救助 救急法、救助法

　消防団の役割及び活動内容を理解していること。

２　災害現場において中核的な活動を遂行できること。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

対象者 　消防団員として概ね３年以上の経験を有する者

目的 　消防活動上必要な専門的知識及び技術の向上を図る。

到達目標 １　火災防ぎょ活動に関する専門的知識及び行動原則並びに各種災害事象における

事例研究 事例研究課題討議

行事その他 入校式、修了式等

計

　ただし、学校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

火災防ぎょ 通論、火災防ぎょ行動、火災想定訓練

安全管理 危険予知訓練

計
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教科目 分類指標・教育内容

講話 職責と心構え

防災 災害対策、現場活動要領



　イ　機関科　（※ 入校前教育あり）

単位時間数

1

1

1

3

1

7

※　機関科入校前に、以下の教科目を市町村等で受講する必要がある。

単位時間数

1

1

2

1

5

 (4)　幹部教育

　ア　初級幹部科

対象者 　消防団員として概ね１年以上の経験を有する者

２　消防自動車を迅速かつ的確に運行できること。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、学校長が特に認めた場合はこの限りではない。

目的 　道路交通関係法令及びポンプ工学、ポンプ運用等に関する専門的知識及び技術を

修得させる。

到達目標 １　道路交通関係法令及びポンプ工学に関する専門的知識を有していること。

ポンプ運用 ポンプの構造と作用等

機関整備 故障と対策等

行事その他 入校式、修了式等

教科目 分類指標・教育内容

道路交通関係法令 道路交通法、道路運送車両法

緊急走行要領 緊急走行の基本原則等

緊急走行要領 走行訓練

ポンプ運用 ポンプ運用訓練

機関整備 点検整備

計

教科目 分類指標・教育内容

講話 職責と心構え

活動上必要な現場指揮に関する知識及び技術を修得させる。

到達目標 １　消防団初級幹部としての職責を自覚し、消防団の運営に必要な規律、災害活動

　要領及び安全管理を深く理解していること。

計

対象者 　班長の階級にある者

目的 　初級幹部（指導者）としての必要な職責の自覚、規律を高めるとともに、消防
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２　地域住民に対して防災指導を行えること。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、学校長が特に認めた場合はこの限りではない。



単位時間数

1

1

3

2

2

2

1

12

　イ　指揮幹部科　現場指揮課程

単位時間数

1

2

2

4

2

1

1

1

14

教科目 分類指標・教育内容

講話 職責と心構え

訓練礼式 訓練礼式指導要領

安全管理 危険予知訓練

行事その他 入校式、修了式等

計

現場指揮 現場指揮要領、火災想定訓練

防災 災害対策、現場活動要領

防災指導要領 消火訓練・避難訓練指導要領等

到達目標 １　災害時における現場指揮者としての職責を自覚し、現場指揮及び安全管理の

　知識及び技術を有していること。

２　大規模災害時において、現場指揮者として火災防ぎょ、水災活動、救助救命、

対象者 　部長、副分団長又は分団長の階級にある者等

目的 　災害時における現場指揮者としての職責の自覚、規律を高めるとともに、大規模

災害時において的確な現場指揮及び安全管理を行うことができる能力を向上させる。

　ただし、学校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

講話・現場指揮・安全管理 現場指揮者としての職責と心構え等

　避難誘導及び情報収集・伝達に係る的確な現場指揮及び安全管理の知識及び技術

　を有すること並びに自主防災組織等に対して防災指導を行えること。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

避難誘導訓練 避難誘導・避難広報等

災害情報収集・伝達訓練 検索救助活動における活動表示等

地域防災指導訓練 初期消火、応急手当等の指導方法

火災防ぎょ訓練 大規模地震発生時における指揮要領等

水災活動訓練 風水害時の救助活動、指揮要領

救助・救命訓練 倒壊家屋等からの救助救命と指揮要領

行事その他 入校式、修了式等

計

34



　ウ　指揮幹部科　分団指揮課程

単位時間数

2

3

3

3

1

12

 (5)　特別教育

　ア　移動消防学校

※　消防協会各支部、年１回までの実施とする。

　イ　一日入校

※　各市町村、年１回までの実施とする。

目的 　分団の指揮者としての職責の自覚、規律を高めるとともに、各種災害発生時に

おいて分団を管理運営し、効果的に現場活動を行うことができる能力を向上させる。

到達目標 １　分団の指揮者としての職責を自覚し、消防団の管理運営及び活性化に資する

対象者 　部長、副分団長又は分団長の階級にある者等

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、学校長が特に認めた場合はこの限りではない。

教科目 分類指標・教育内容

　広い知識を有していること。

２　各種災害発生時における分団の管理運営及び効果的な現場活動の在り方を深く

　理解していること。

事例研究 安全管理事例等

行事その他 入校式、修了式等

計

講話・組織制度・安全管理 分団指揮者としての職責と心構え等

防災 災害対策基本法と消防団の役割等

災害対応図上訓練 分団本部活動・管理運営要領等

図る。

修了基準 　教育訓練全体の８５％以上を履修した場合

　ただし、学校長が特に認めた場合はこの限りではない。

対象者 　消防団員（消防協会支部単位）

目的 　消防協会各支部長の要請により、消防団員教育の充実強化のため、現地において、

社会情勢や地域の実情に応じた教育訓練を実施し、消防活動知識及び技術の向上を

社会情勢や地域の実情に応じた教育訓練を実施し、消防活動知識及び技術の向上を

図る。

教科目 　訓練内容に応じて適宜編成する。

教科目 　訓練内容に応じて適宜編成する。

対象者 　消防団員（市町村単位）

目的 　市町村長の要請により、消防団員教育の充実強化のため、消防学校において、
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　ウ　特別研修

教科目 　訓練内容に応じて適宜編成する。
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対象者 　消防団員

目的 　消防団員教育の充実強化のため、消防学校において、特別の要望に応じた教育

訓練を実施し、消防活動知識及び技術の向上を図る。



 (1)　対象者

　　　自主防災組織等に関わる県民

　　　自主防災組織単位で、各自主防災組織年１回までの実施とする。

 (2)　目的

　　　県防災危機管理課、県立防災安全センター及び各市町村が実施する防災教育

　　への協力・支援をとおして、県民の防災意識を高め、地域防災力の向上を図る。

 (3)　教科目

　　　防火・防災に関する基本的な知識及び災害発生時における自主防災活動等の

　　内容とする。

 (4)　実施期間

　　　令和８年４月から令和９年３月までの間で随時（年末年始は除く。）

 (5)　実施場所

　　　消防学校

 (6)　登校（受付）時間

　　　授業開始３０分前から１０分前までとする。

 (7)　服装

　　　訓練内容に応じた服装とする。

 (8)　携行品等

　　　自主防災組織等への防災教育　携行品一覧のとおりとする。

１５　自主防災組織等への防災教育
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第３ 

 

令和８年度入校手続き要領 



1 2 3

令和 8年  4月  3日(金) ○ ○ ○

専科教育 令和 8年12月  7日(月) ○

令和 9年  3月  8日(月) ○

令和 9年  1月18日(月) ○

初任総合教育期間中 ○

幹部教育 令和 8年  5月11日(月) ○

令和 8年  4月22日(水) ○

特別教育 令和 8年11月17日(火) ○

令和 8年  6月17日(水) ○

令和 8年11月12日(木) ○

令和 8年12月  2日(水) ○

令和 9年  1月13日(水) ○

令和 8年12月  1日(火) ○

令和 8年  7月13日(月) ○

令和 8年10月19日(月) ○

令和 8年  9月  3日(木) ○

令和 8年10月  5日(月) ○

  別途通知 ○

初任総合教育（初任教育及び救急科）

課程

１　消防職員教育訓練　入校推薦様式及び提出期限

実施日（1日目）
様式

提出期限

令和 8年  2月  6日

危険物科（隔年開催）

火災調査科 令和 8年12月18日

警防科

（特殊災害科を含む。）

予防査察科（隔年開催）

令和 8年11月  6日

令和 9年  2月  5日

幹部科

上級幹部科

令和 8年  4月10日

令和 8年  4月  3日

救急科

（初任総合教育に含む。）

救助科（隔年開催）

－

無線従事者講習

玉掛け技能講習

令和 8年10月  9日

令和 8年10月30日

はしご自動車研修

濃煙熱気実火災研修

令和 8年10月16日

令和 8年  5月15日

水難救助研修

山岳救助研修（隔年開催）

令和 8年  6月12日

小型移動式クレーン運転

技能講習
玉掛業務従事者安全衛生

教育

令和 8年12月11日

令和 8年10月30日
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山岳救助指導者養成研修

（隔年開催）

救急隊長研修

令和 8年  9月18日

令和 8年  7月31日

特別研修

機関員研修

通信指令員研修

令和 8年  9月  4日

 別途通知



制

服

※1

初任総合教育（初任教育及び救急科） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※2

専科教育
警防科

（特殊災害科を含む。）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

予防査察科（隔年開催） ○ ○ ○ ○ ○

危険物科（隔年開催） ○ ○ ○ ○ ○

火災調査科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

救急科

（初任総合教育に含む。）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

救助科（隔年開催） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

幹部教育 幹部科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上級幹部科 ○ ○ ○ ○ ○

特別教育 はしご自動車研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

濃煙熱気実火災研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○※3 ○ ○

無線従事者講習 ○ ○ ○ ○

玉掛け技能講習 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小型移動式クレーン運転技能講習 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

玉掛業務従事者安全衛生教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水難救助研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※2

山岳救助研修（隔年開催） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山岳救助指導者養成研修（隔年開催） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

救急隊長研修 ○ ○ ○ ○ ○

機関員研修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通信指令員研修 ○ ○ ○ ○ ○

特別研修 別途通知

※1　制服は白手袋及び制帽の必要なし（初任総合教育を除く）
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※2　水着以外にサンダル、スイミングキャップ、ラッシュガードも必要

※3　革手袋以外にケブラー手袋も必要

1-1　消防職員教育訓練　携行品一覧

課程
手

帳

印

鑑

筆

記

用

具

活

動

服

救

助

服

ヘ

ル

メ

ッ

ト

革

手

袋

編

上

靴

防

火

衣

一

式

水

着



4 5 6

基礎教育 第１次 令和8年  4月19日(日) ○

第２次 令和8年10月17日(土) ○

専科教育 警防科 令和8年  6月  7日(日) ○

機関科 第１次 令和8年  6月14日(日) ○

第２次 令和8年10月31日(土) ○

幹部教育 初級幹部科 第１次 令和8年  5月  9日(土) ○

第２次 令和8年  9月13日(日) ○

特別教育 別途通知 ○ ○

別途通知 ○ ○

別途通知 ○

※1　山梨県消防協会支部単位で、各支部年１回まで「現地において」実施する。

※2　市町村単位で、各市町村年１回まで「消防学校において」実施する。

移動消防学校（※1） 別途通知

一日入校（※2） 別途通知

特別研修 別途通知

　現場指揮課程

指揮幹部科

　分団指揮課程

令和8年10月  3日(土) ○ 令和 8年  8月28日

令和8年  5月16日(土) ○ 令和 8年  4月10日
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指揮幹部科

課程

2　消防団員教育訓練　入校推薦様式及び提出期限

実施日（1日目）
様式

提出期限

令和 8年  4月  3日

令和 8年  9月25日

令和 8年  4月  3日

令和 8年  8月  7日

令和 8年  9月11日

令和 8年  5月  1日

令和 8年  5月  8日



基礎教育 第１次 ○ ○ ○

第２次 ○ ○ ○

専科教育 ○ ○ ○

機関科 第１次 ○ ○ ○

第２次 ○ ○ ○

幹部教育 初級幹部科 第１次 ○ ○ ○

第２次 ○ ○ ○

特別教育
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特別研修 別途通知

※1　革手袋・軍手は、いずれかで良い。（活動用手袋も可）

※2　編上靴・ゴム長靴は、いずれかで良い。（半長靴、防火長靴も可）

※3　防火衣・雨合羽は、いずれかで良い。

一日入校 別途通知

　現場指揮課程

指揮幹部科
○ ○ ○

　分団指揮課程

移動消防学校 別途通知

○※1 ○※2 ○※3

指揮幹部科
○ ○ ○ ○※1 ○※2 ○※3

○※1 ○※2 ○※3

○※1 ○※2 ○※3

警防科 ○※1 ○※2 ○※3

○※1 ○※2 ○※3

○※1 ○※2 ○※3

○※1 ○※2 ○※3

2-1　消防団員教育訓練　携行品一覧

課程
印

鑑

筆
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用

具
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様式

○
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雨合羽

携行品

　別途通知

対象

3　自主防災組織等への防災教育　申込書様式及び提出期限

対象 実施日

自主防災組織等に関わる県民

自主防災組織等に関わる県民 　別途通知

自主防災組織等の単位で、各自主防災組織年１回まで「消防学校において」実施する。

3-1　自主防災組織等への防災教育　携行品一覧

提出期限

　別途通知

7

筆記用具 軍　手 ゴム長靴



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

入寮 入校式 上幹 －－ 上幹

基礎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

幹部 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 幹部

初幹 分団 初幹 分団

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

県救助 濃煙 (濃煙)

警防 機関

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 夏① 72 73 74 75 76 77 78現地 79現地 80現地

濃煙 (濃煙) 水難 －－ －－ －－ 水難

県操法

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

81 82 83 84 85 夏② 86現地 87現地 夏③ 夏④ 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

98 99 100 101 夏⑤ 102 長野 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

部会 救隊長 救隊長 濃煙 (濃煙) 濃煙

初幹 初幹

海
の
日

敬
老
の
日

国
民
の
休
日

秋
分
の
日団

職
山
の
日

団

9月

職

職

団

７月

職

団

4
3

4　令和８年度　消防職員・消防団員教育訓練　日程表

４月

職 昭
和
の
日団

５月

職
憲
法
記
念
日

８月

み
ど
り
の
日

こ
ど
も
の
日

振
替
休
日団

６月



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

116 117 118 救現地 救現地 救現地 救現地 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

(濃煙) 機関員 －－ 機関員 山岳指 －－ －－ 山岳指

現場 基礎 現場 機関

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

137 138 139 140 141 査閲 143 144 145 146 147 148 149 150 横須賀 横須賀 153 154 卒業式

無線 無線 はしご －－ はしご 1085

秋季 －－ －－ －－ －－ －－ 運動

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

玉再 玉掛け －－ 玉掛け 警防 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 警防

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

クレ －－ クレ 調査 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 調査

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

予防 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 予防

春季 －－ －－ －－ －－ －－ 運動

３月

団

職
建
国
記
念
の
日

ス
ポ
ー

ツ
の
日

成
人
の
日

天
皇
誕
生
日

団

１月

職
元
日

団

２月

4
4

4-1　令和８年度　消防職員・消防団員教育訓練　日程表

１０月

職

団

１１月

職 文
化
の
日

勤
労
感
謝
の
日

団

１２月

職

職 春
分
の
日団
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5 各種様式 

 

【様式１】 

文 書 番 号  

令和 年 月 日  

 

 山梨県消防学校長 殿 

 

○○消防本部消防長 

 

消防職員○○教育○○○○の入校推薦について（回答） 

 

令和○○年○○月○○日付け消校第○○○号で通知のあったこのことについては、次の者

の入校を推薦します。 

 

階級 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 年齢 性別 
採用 

年度 
備考 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

問い合わせ先 

担当課(係)名 

担当者職氏名 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

Ｍａｉｌ 
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【様式２】 
  

 

個 人 調 書 
 

本人自筆で記入すること。                 令和  年４月１日現在 

ふりがな  性 別 男 ・ 女 写真 

ﾀﾃ 4cm×ﾖｺ 3cm 

無帽、無背景で 

正面三分身 

学生服または 

ネクタイ着用 

氏  名  血液型 
       型 

ＲＨ(  ) 

生年月日 平成    年   月   日生 年 齢 満   歳 

現 住 所 

 

電話番号 

〒    － 

 

携帯    －    －     固定    －    －     

連 絡 先 

〒    －        （現住所以外に連絡先を希望する場合） 

 

携帯    －    －     固定    －    －     

 

年 月 学歴・職歴 

   

   

   

   

   

   

   

   

※ 学歴は、最終学歴を上段から記入し、中学校卒業までを記入する。 
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年 月 免許・資格（自動車運転免許・無線資格など） 

   

   

   

   

   

   

   

 

スポーツ  趣  味  

 

アレルギー  

 

既 往 歴  

 

そ の 他  

 

家 

族 

構 

成 
氏名 続柄 年齢 職業 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



48 

【様式３】              

 

 

診 断 書 

氏  名  性  別 男 ・ 女 

生年月日 平成    年    月    日生 年  齢 満    歳 

現 住 所 
〒     － 

 

血圧及び血液型 血圧     ／      血液型    型ＲＨ 

血中脂肪・肝機能等  

※１ 麻しん・風疹 

水痘・ムンプス 

麻しん（  ＋ ・ ± ・ －  ） 風疹（  ＋ ・ ± ・ －  ） 

水痘（ ＋ ・ ± ・ － ） ムンプス（ ＋ ・ ± ・ －  ） 

胸部（Ｘ線）診断所見  

心電図診断所見  

尿所見 糖（   ） ・ 潜血（   ） ・ 蛋白（   ） 

身長及び体重 身長       ｃｍ   体重       ｋｇ 

裸眼（矯正） 右    （    ）    左    （    ） 

既往歴  

特記事項  

上記のとおり診断する。 

令和   年   月   日 

 

医師の属する病院の所在地                          

 

医師の属する病院名                             

 

医師の氏名                                 

※１ 麻しん等感染症の抗体検査項目の実施に関しては、各消防本部の任意とする。 

※  労働安全衛生規則第４３条の規定に基づいて、各消防本部が雇入れ時に実施した健康診断の結果のコピーでも可とする。 

※  心電図及び生化学検査書を各１部添付すること。（コピー可） 

※  特記事項欄には、既往歴等がある場合、長期間の学校生活に対する支障の有無について明記すること。 
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【様式４】 

文 書 番 号  

令和 年 月 日  

 

 山梨県消防学校長 殿 

 

○○市町村長  

 

消防団員○○教育○○○○の入校推薦について（回答） 

 

令和○○年○○月○○日付け消校第○○○号で通知のあったこのことについては、次の者

の入校を推薦します。 

 

階級 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日 年齢 性別 
経験 

年数 

入校前 

教育 
備考 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

問い合わせ先 

担当課(係)名 

担当者職氏名 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

Ｍａｉｌ 
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【様式５】 

文 書 番 号  

令和 年 月 日  

 

 山梨県消防学校長 殿 

 

山梨県消防協会○○支部長 

 

移動消防学校申込書 

 

このことについて、次のとおり申し込みます。 

 

１ 日時 

  令和   年   月   日（  ）    時   分 ～    時   分 

 

２ 実施場所 

 

 

３ 参加人数 

 

 

４ 教科目 

 

 

５ その他 

 

 

 

 

問い合わせ先 

担当課(係)名 

担当者職氏名 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

Ｍａｉｌ 
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【様式６】 

文 書 番 号  

令和 年 月 日  

 

 山梨県消防学校長 殿 

 

○○市町村長 

 

一日入校申込書 

 

このことについて、次のとおり申し込みます。 

 

１ 日時 

  令和   年   月   日（  ）    時   分 ～    時   分 

 

２ 参加人数 

 

 

３ 教科目 

 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

担当課(係)名 

担当者職氏名 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

Ｍａｉｌ 
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【様式７】 

文 書 番 号  

令和 年 月 日  

 

 山梨県消防学校長 殿 

 

○○市町村長 

 

自主防災組織等への防災教育申込書 

 

このことについて、次のとおり申し込みます。 

 

１ 日時 

  令和   年   月   日（  ）    時   分 ～    時   分 

 

２ 自主防災組織等名・参加人数 

 

 

３ 訓練内容 

 

 

４ 使用施設 

 

 

５ 代表者氏名・連絡先 

 

 

６ その他 

 

 

問い合わせ先 

担当課(係)名 

担当者職氏名 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

Ｍａｉｌ 
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【様式８】 

文 書 番 号  

令和 年 月 日  

 

 山梨県消防学校長 殿 

 

○○消防本部消防長 

 

消防職員○○教育○○○○の入校辞退について（依頼） 

 

令和○○年○○月○○日付け消校第○○○号で入校許可通知のあったこのことについては、

次の者の入校を辞退します。 

 

階級 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 辞退の理由 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

担当課(係)名 

担当者職氏名 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

Ｍａｉｌ 

 

 



 

 

第４ 

 

令和７年度 

教育訓練実施結果 



警防科

（特殊災害科を含む。）

救急科

（初任総合教育に含む。）

： 令和７年度は実施しない。

消防職員

1　消防職員教育訓練

1-1　体系表

初任総合教育（初任教育及び救急科） 新たに採用した消防職員

警防担当者

予防査察科（隔年開催） 予防担当者

危険物科（隔年開催）※ 危険物担当者

専科教育

火災調査科 火災調査担当者

救助科（隔年開催） 消防職員（要件あり）

幹部科
主として消防司令又は消防司令補の階級にある者

（消防士長であって部隊の長又は係の長を含む。）
幹部教育

上級幹部科 主として消防司令長以上の階級にある者

はしご自動車研修 消防職員

濃煙熱気実火災研修 消防職員（要件あり）

無線従事者講習 消防職員

玉掛け技能講習 玉掛けの補助作業業務に従事した経験を有する者

小型移動式クレーン運転

技能講習
玉掛け技能講習修了資格を有する者

玉掛業務従事者安全衛生

教育

玉掛け技能講習修了資格取得後、概ね５年を超えて

業務に従事する者

特別教育

山岳救助研修（隔年開催） 消防職員（要件あり）

救急隊長研修 消防職員（要件あり）

山岳救助指導者養成研修（隔年開催） 消防職員（要件あり）

水難救助研修 消防職員（要件あり）

特別研修 消防職員
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※ 火災調査科は扇山林野火災のため中止。

機関員研修 消防職員（要件あり）

フルハーネス型墜落制止用

器具講習
消防職員（要件あり）

通信指令員研修 消防職員



1-2 消防職員教育訓練年間実施結果表（令和７年度）

　 　 1（月）⇔12（金） 　

2（月）⇔6（金）

12（月）⇔23（金）   

23（水）⇔25（金） 　

17（月）⇔19（水）  

18(水)・25（水） 10(水)・17(水) 15(水)・22(水)

13（木）・14（金）

　 　 　 17（水）⇔19（金）

　 　 　 14（水）⇔16（金）

16(火)

7（月）⇔11（金）

4（木）・5（金）

6(月)⇔8(水)

2(水)⇔4(金)

12（木）・13（金）

18（火）⇔20（木）

29(月)⇔3(金）

未実施

未実施

（初任総合教育に含む。）

未実施

幹部教育
幹部科

専科教育

救助科

救急科

未実施

13（金）⇔13（金）

7（月）←―――――――――――――――――――――――――――――→28（金）

警防科

８月 ３月
R8
１月

２月１０月９月 １２月１１月５月 ６月 ７月４月

濃煙熱気実火災研修
訓練指導者養成研修

玉掛け技能講習

フルハーネス型墜落防止用器具講習

救急隊長研修

特別教育

通信指令員研修

火災調査科

危険物科

予防査察科

上級幹部科

水難救助研修

小型移動式クレーン運転技能講習

はしご自動車研修

濃煙熱気実火災研修5
5

種別 　　　　　　　　月別
科（課程）別

初任総合教育

女性消防吏員研修

無線従事者講習

山岳救助研修

山岳救助指導者養成研修

機関員研修

玉掛業務従事者安全衛生教育

初任教育（119日間）・救急科（38日間）1099時間

10日間（70時間）

10日間（70時間）

3日間（21時間）

5日間（35時間）

1日（7時間）

2日間（11時間）

3日間（21時間）

3日間（21時間）

3日間（21時間）

3日間（21時間）

3日間（21時間）

3日（21時間）

5日間（35時間）

5日間（35時間）

2日間（14時間）

20日間（140時間）

2日間（14時間）



１　課程別階級別入校状況

消

防

司

令

長

消

防

司

令

消

防

司

令

補

消

防

士

長

消

防

副

士

長

消

防

士

157 45 45

10 3 15 11 29

10 0

5 7 9 6 3 25

10 0

38 45 45

20 3 11 10 1 25

10 5 20 25

3 4 9 13

3 2 11 7 20

6 7 21 14 8 50

2 3 1 1 46 51

3 2 4 9 4 2 21

3 2 3 9 4 1 19

1 1 11 2 1 15

5 6 6 3 15

5 3 7 8 3 21

4 0

2 4 15 19

5 7 9 2 18

1 0

3 2 4 5 1 12

2 1 3 2 12 18

308 4 19 73 130 88 172 486

２　本部別課程別入校状況

初

任

総

合

教

育

警

防

科

予

防

査

察

科

危

険

物

科

火

災

調

査

科

救

急

科

救

助

科

幹

部

科

上

級

幹

部

科

は

し

ご

自

動

車

研

修

濃

煙

熱

気

実

火

災

研

修

無

線

従

事

者

講

習

玉

掛

け

技

能

講

習

小

型

移

動

式

ク

レ

l

ン

運

転

技

能

講

習

玉

掛

業

務

従

事

者

安

全

衛

生

教

育

水

難

救

助

研

修

山

岳

救

助

研

修

山

岳

救

助

指

導

者

養

成

研

修

救

急

隊

長

研

修

機

関

員

研

修

フ

ル

ハ

ー

ネ

ス

型

墜

落

制

止

用

器

具

講

習

通

信

指

令

員

研

修

女

性

消

防

吏

員

研

修

19 6 3 19 6 6 4 1 6 6 3 4 6 89

3 1 3 1 2 1 1 1 3 1 17

4 5 5 4 4 4 2 3 6 4 2 2 2 2 4 4 1 3 61

5 4 4 5 3 2 1 2 6 2 2 2 3 1 2 2 46

3 4 3 3 3 3 2 2 6 2 2 2 2 4 2 2 2 1 48

2 2 2 2 2 2 1 2 6 3 2 2 2 2 2 2 1 37

1 2 2 1 2 3 2 1 6 2 2 1 2 2 2 2 2 1 36

3 2 2 3 2 2 1 2 6 1 1 1 2 2 1 2 2 2 37

3 2 2 3 2 1 1 2 6 1 1 2 2 2 2 1 1 34

2 2 1 2 1 2 2 2 6 46 1 1 2 1 2 2 2 2 2 81

45 29 0 25 0 45 25 25 13 20 50 51 21 19 15 15 21 0 19 18 0 12 18 486

実

施

日

数

修

了

者

数

特別教育

合計

予防査察科

10/6~10/8 第6回

第7回

専科教育

特

別

教

育

　

 本部名

11/17~11/19 第22回

56

9/29~10/3 第10回

修

了

者

数

9/4～9/5 第10回

7/2～7/4 第3回

 東山梨

 上野原市

 南アルプス市

合計

幹部教育

 笛吹市

 甲府地区

 都留市

11/13~11/14 第55回

12/17~12/19 第25回

隔年実施

第25回

12/16 第21回

7/7~7/11 第11回

1/14~1/16

水難救助研修

山岳救助指導者養成研修

救急隊長研修

機関員研修

女性消防吏員研修

通信指令員研修

 富士五湖

 大月市

 峡北

山岳救助研修

フルハーネス型墜落制止用器具講習

 峡南

玉掛業務従事者安全衛生教育

危険物科

火災調査科

救急科

救助科

はしご自動車研修

濃煙熱気実火災研修

無線従事者講習

玉掛け技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

1-3 消防職員教育訓練実施結果（令和7年度）

階級別

幹

部

教

育

幹部科

上級幹部科

専

科

教

育

期・回実施月日

初任総合教育

警防科

4/7~11/28

第50期

隔年実施

第20期

第11期

12/1~12/12

第21期

5/12~5/23

林野火災のため中止 第36期

2/2～2/6 第22期

初任総合教育中 第30期

第53期

4/23~4/25



1-4 公開授業

令和8年2月12日 女性消防吏員研修
愛媛県消防学校　教官

吉村　真子

女性消防吏員の現状と課題、

女性消防吏員の今後について
16

総社市消防本部

消防司令 林田 章宏

災害救助対策

「ロープレスキューと消防」
32

37救助科
草加・八潮消防局

消防司令 元島 孝幸

災害救助対策・安全管理

「事例と対策 八潮市道路陥没事故」

57

合計 114

実施年月日 課程名 講師名 講義内容 参加者数

令和8年2月26日 救助科
Japan Forcible Entry韋駄天

一ノ宮　健

救助器具取扱

「消防強制進入技術」
29

令和8年3月2日

令和8年3月13日

救助科



2 消防団員教育訓練　

2-1 体系表（令和7年度）

特別研修 消防団員

58

部長、副分団長又は分団長の階級にある者等
指揮幹部科

　分団指揮課程

移動消防学校 消防団員

特別教育 一日入校 消防団員

※ 市町村等で入校前教育の受講が必要

初級幹部科 班長の階級にある者

幹部教育 部長、副分団長又は分団長の階級にある者等
指揮幹部科

　現場指揮課程

機関科 消防団員として概ね１年以上の経験を有する者

基礎教育

消防団員としての経験が概ね３年に満たず、消防学校に

おける教育訓練を受講したことのない者

（団員の階級にある者に限る。）

※ 市町村等で入校前教育の受講が必要

警防科 消防団員として概ね３年以上の経験を有する者

専科教育
※ 市町村等で入校前教育の受講が必要



種別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
R６
１月

２月 ３月

（第１次） 20（日） 　 　 　

（第２次） 11（土）

（第１次） 7（土） 　 　

（第１次） 14（土）

（第２次） 26（日）

（第１次） 10（土）・25（日）

（第２次） 7(日)・20(土)

18（日）・31（土）

4（土）・19（日）

初級幹部科

一日入校

５
９

移動消防学校

 2-2  消防団員教育訓練年間実施結果表（令和7年度）

警防科

機関科

特別教育

※６１ページ参照

　　　　　　　　　　　　月別
科（課程）別

専科教育

基礎教育

特別研修

指揮幹部科
（分団指揮課程）

指揮幹部科
（現場指揮課程）

幹部教育

※６１ページ参照

※６１ページ参照

2日（12時間）

1日（7時間）

1日（7時間）

1日（7時間）

2日（12時間）

2日（14時間）

1日（7時間）

1日（7時間）

2日（12時間）



　課程別階級別入校状況

　市町村別課程別入校状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

60

2-3　消防団員教育訓練実施結果
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 市町村名
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指揮幹部科（分団指揮課程）

指揮幹部科（現場指揮課程）
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1
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　移動消防学校

　一日入校

　特別研修

　その他資料

対象別実施回数、修了者数、延べ教育日数

122

令和7年12月13日・14日 ドローン基礎研修 28 2

7

消防団員特別教育 7

合計 36

消防団員教育

区分
令和7年度

実施回数 修了者数 延べ日数

合計 14 375 21 17

修了者数 日数 訓練内容

日数 訓練内容

11 1 オフロードバイクの習熟走行訓練

実施年月日 実施支部名 修了者数 日数 訓練内容

1 消防訓練礼式

24 1合計

実施年月日 実施市町村名 修了者数

女性消防団員研修 10令和7年11月29日

合計 62

令和7年9月4日 中央市

253 13 9
（特別教育を除く）

令和7年11月29日 チェーンソー取扱い研修 26

基礎知識・実技講習（基礎・応用・夜間）

令和7年10月1日 南アルプス市 44

実施年月日 教育課程名

令和7年11月9日 東部支部 24 1 ポンプ車操法、小型ポンプ操法

627

1 チェーンソーの基礎知識、操作・点検及び整備

233

住民指導（消火器取扱い要領等）1

8 8 9

394 13

4

61

令和7年12月7日 丹波山村 7 1 小型ポンプ操法

22

3

令和6年度

実施回数 修了者数 延べ日数
備考



(1)　消防職員
　ア　初任総合教育

教科目 分類指標 時間 講師
現代社会と消防
地域社会と消防
消防職員の使命
消防行政と法
法の分類
法の効力と適用
法律関係
行政法
法の体系
消防法の目的
主要規定の概要
効果測定 1.0
地方自治制度
自治体消防制度
消防の組織
効果測定 1.0
地方公務員制度
消防実務
消防職員の勤務条件
文書実務
情報公開と個人情報保護
接遇
事故防止
人権啓発
消防英語
効果測定 1.0 学校職員
物理
化学
電気
燃焼と消火
効果測定 1.0 学校職員
防火管理の意義
統括防火・防災管理制度
消防広報
自主防災
効果測定 1.0
消防法上の危険物
危険物施設の規制
指定可燃物等
効果測定 1.0
消防用設備等の規制概要
主要な消防用設備等の基準概要
消防用設備等の着工届及び検査等
効果測定 1.0
総則
査察要領
違反処理
定期点検制度
査察実習
効果測定 1.0 学校職員

３  課程別講師一覧表

倫理（５） 5.0

危険物（８）

理化学（１０）

学校職員

日本防炎協会
学校職員

法学基礎・
消防法（２０）

服務と勤務（２８）

10.0

9.0

62

予防広報（２０）

9.0

教頭
学校職員

19.0

8.0

学校職員
7.0

27.0

大月市消防本部
東京電力パワーグリッド

ディーヴェル
県民生活安全課
学校職員

消防組織制度
（９）

学校職員

学校職員消防用設備（１２）
11.0

査察（２７）
26.0 富士五湖消防本部



教科目 分類指標 時間 講師
総則
建築構造
建築法令
建築規制
消防活動上の規制
建築図書
効果測定 1.0 学校職員
安全管理の概要
業務活動別の安全管理
精神衛生
効果測定 1.0
特殊災害の概要
特殊災害の基礎知識等
効果測定 1.0
火災
火災防ぎょの概要
火災防ぎょ行動
建物火災防ぎょ
建物以外の火災防ぎょ
効果測定 1.0
火災原因調査
火災損害調査
火災調査書類
効果測定 1.0
災害対策

気象と災害

水災防ぎょ

地震対策
概要
人体知識
応急処置法
傷病別応急処置
救急実務及び関係法令
応急手当普及啓発
効果測定 1.0
消防用自動車等
消防通信
消防ポンプ
水力学
ポンプ運用
効果測定 1.0
訓練礼式の概要
各個訓練
通常点検
敬礼動作
辞令等の受領
小隊訓練
申告・報告の要領
消防職員の体力づくり
運動の生理
トレーニング計画の立て方
トレーニング要領と実践
障害の予防・疲労回復等
泳力強化

50.0

14.0

9.0

15.0

防災（２３）

甲府地区消防本部
学校職員

救急（５０）

建築住宅課

学校職員

建築（１０）

安全管理（１６）

49.0

63

消防機械・
消防ポンプ

（１０）

23.0

訓練礼式（５０）

山梨加圧トレーニングクラブ
タフ・ジャパン
大塚製薬
大月市消防本部
学校職員

学校職員

9.0

特殊災害と
保安（１０）

火災防ぎょ（３０）

東京電力パワーグリッド
富士五湖消防本部
学校職員

火災調査（１５）

9.0

29.0
学校職員

防災安全センター
甲府地方気象台
航空防災ヘリ
甲府地区消防本部
学校職員

体育（５５） 55.0

三和防災
学校職員

学校職員



教科目 分類指標 時間 講師
訓練の概要
ポンプ自動車
放水訓練
検索及び救出訓練
警戒区域設定
水防訓練
現場広報訓練
概要
ロープ取扱訓練
救助操法
効果測定 7.0
消防機器の概要

消火活動訓練
救助活動訓練
火災総合訓練（想定訓練）
救急救助総合訓練（想定訓練）

実務研修（３５） 消防署勤務実習 35.0 所属消防本部
社会教育
資格取得教育
地域災害教育
補修教育
その他
入校式
卒業式（準備を含む）
実科査閲
健康診断
体力測定
施設見学
その他の行事等

救急科 266.0
学校職員
各消防本部講師

1099.0合計

選択研修（４０）

各種資器材の諸元・性能
取扱要領・保守管理要領等

救助訓練（４５）

機器取扱
訓練（５５）

消防活動
応用訓練
（１００）

学校職員
行事・

その他（６０）

プライムテック
学校職員

帝商株式会社
ディーヴェル
峡南消防本部
学校職員

消防活動
訓練（９０）

三和防災
大月市消防本部
峡北消防本部
学校職員

60.0

90.0

38.0

55.0

100.0

40.0 学校職員
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甲府地区消防本部
峡南消防本部
学校職員



　イ　専科教育　警防科
教科目・分類指標 時間 講師

講話　　　　　　　　　　　　　 1.0 学校職員
防災（国・県・市町村・消防の責務と役割） 2.0 防災危機管理課
防災（緊急消防援助隊の概要） 3.5 甲府地区消防本部
警防対策（警防基礎・機関操作） 3.0 学校職員
警防対策（NBC災害） 3.0 甲府地区消防本部
警防対策（土砂災害） 3.0 峡南消防本部
警防対策（教育技法） 1.5 峡北消防本部

消防戦術・安全管理　 10.0
学校職員、
富山県東部消防組合消防本部

図上訓練　 4.0 峡北消防本部
実技訓練　 18.0 学校職員

実技訓練（濃煙熱気実火災） 7.0
学校職員、
東山梨・大月市消防本部

特殊災害 11.0 甲府地区消防本部
健康管理（火災除染）　 2.0 富士五湖消防本部
行事・その他     1.0 学校職員

合計 70.0

　ウ　専科教育　予防査察科（隔年実施のため未実施）
教科目・分類指標 時間 講師

講話
予防査察行政の現状と課題
消防同意
査察
危険物規制
違反処理
査察違反処理実習
事例研修
行事・その他

合計 0.0

　エ　専科教育　危険物科
教科目・分類指標 時間 講師

講話 1.0 学校職員
危険物行政の現状と課題 1.5 学校職員
危険物化学 4.0 大月市消防本部

危険物規制 21.0
大月市・富士五湖・甲府地区
消防本部

事例研究 6.5

ENEOS甲府油槽所
平沢運輸竜王営業所
甲府地区消防本部
コニカミノルタサプライズ

行事・その他 1.0 学校職員
合計 35.0

　オ　専科教育　火災調査科（扇山林野火災県内相互応援出動により中止）
教科目・分類指標 時間 講師

講話 1.0

原因調査 28.0

損害調査 5.0
鑑定 2.0
調査実習 7.0
調査書類 14.0

事例研究 6.5

行事・その他 1.0
合計 70.0
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原因調査関係法規 5.5



　カ　専科教育　救急科
教科目・分類指標 時間 講師

救急業務総論 7.0 峡北消防本部、学校職員
救急実務及び関係法規 7.0 峡北消防本部、学校職員
社会保険・社会福祉 3.0 山梨県社会福祉士会
医学概論 4.0 ファナック株式会社

3.0 大月市消防本部
3.0 甲府地区消防本部
3.0 富士五湖消防本部
3.0 笛吹市消防本部
3.0 上野原市消防本部
4.0 峡北消防本部
3.0 南アルプス市消防本部
7.0 学校職員

救急医療・災害医療 9.0 峡北消防本部、県立中央病院
3.0 甲府地区消防本部
3.0 笛吹市消防本部
1.0 学校職員

検　査 3.0 山梨大学医学部附属病院
3.0 上野原市消防本部
6.0 東山梨消防本部
11.0 峡南消防本部
3.0 南アルプス市消防本部
3.0 都留市消防本部
14.0 学校職員
7.0 県立中央病院
7.0 学校職員

ショック・循環不全 4.0 県立中央病院
3.0 山梨大学医学部附属病院
4.0 学校職員

動物による咬傷・刺傷 2.0 山梨大学医学部附属病院
高齢者 2.0 山梨大学医学部附属病院
電撃傷・熱傷 2.0 山梨大学医学部附属病院
熱中症・寒冷損傷 1.0 山梨大学医学部附属病院
溺水・高山病等 2.0 山梨大学医学部附属病院
放射線障害 3.0 山梨大学医学部附属病院
気道・食道異物 2.0 山梨大学医学部附属病院
産婦人科・周産期 3.0 山梨大学医学部附属病院
小児・新生児 2.0 山梨大学医学部附属病院
意識障害 3.0 県立中央病院
精神障害 2.0 山梨大学医学部附属病院

4.0 県立大学看護学部
3.0 学校職員
21.0 県立中央病院
7.0 学校職員

中毒 3.0 峡南保健所
その他の処置 3.0 県立中央病院

頭部・頸部損傷 5.0 学校職員
現地研修 28.0 各消防本部

7.0 富士五湖消防本部
5.0 学校職員

シミュレーション実習 7.0 甲府地区消防本部
効果測定 7.0 学校職員
行　事・その他 8.0 学校職員

合計 266.0

救急処置各論

解剖生理

観察

心肺停止

特殊病態別

応急処置各論

一般外傷・出血

病態別応急処置
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　キ　専科教育　救助科
教科目・分類指標 時間 講師

講話 1.0 学校職員

安全管理 15.0
富山県東部消防組合消防本部、
学校職員、草加八潮消防局、甲
府地区消防本部

災害救助対策 36.0
甲府地区消防本部、日本エレベー
ター協会、富士五湖消防本部、笛吹
市消防本部、峡南消防本部

救急 3.0 学校職員

救助器具取扱訓練 16.5
峡北消防本部、東山梨消防本部、峡
南消防本部、（一社）JEF韋駄天、学
校職員

救助訓練 42.5

峡北消防本部、東山梨消防本部、峡
南消防本部、（一社日本エレベーター
協会）、学校職員、富士五湖消防本
部、総社市消防本部、大月市・東山
梨・笛吹市消防本部

総合訓練 21.0
学校職員、大月市消防本部、消防防
災航空隊、甲府地区消防本部

体育 3.0 学校職員
行事その他     2.0 学校職員

合計 140.0

　ク　幹部教育　幹部科
教科目・分類指標 時間 講師

講話 1.0 学校職員
訓練礼式 1.5 学校職員
安全管理（安全管理概念） 4.0 富山県東部消防組合消防本部
安全管理（健康管理・体力管理指導等） 3.0 株式会社タフ・ジャパン
安全管理（災害現場における安全管理） 4.0 山梨学院短期大学
現場指揮 18.0 峡北消防本部、学校職員
消防財政 3.0 消防保安課、横浜市消防局
人事業務管理（健康管理・体力管理指導等） 4.0 株式会社タフ・ジャパン
人事業務管理（組織と監督、議会、事故防止等） 3.0 甲府地区消防本部
人事業務管理（コミュニケーションスキル） 3.0 ペップアップカンパニー
人事業務管理（教育技法） 7.0 仙台白百合女子大学
事例研究（図上訓練） 4.0 富士山科学研究所
事例研究（課題討議） 3.0 学校職員
事例研究（報道対応演習） 5.0 有限会社エンカツ社
事例研究（メンタルヘルス） 1.5 学校職員
消防時事（消防行政の現状と課題） 4.0 消防大学校
行事・その他 1.0 学校職員

合計 70.0

　ケ　幹部教育　上級幹部科
教科目・分類指標 時間 講師

管理職の役割 1.0 学校職員

業務管理（地域防災から見た消防機関の役割） 1.5 防災危機管理課

人事管理（人事管理・ハラスメント対策） 7.0 ディーヴェル
人事管理（心身の健康管理） 3.0 峡南保健所
危機管理 4.0 消防大学校
事例研究（図上訓練・防災） 3.5 富士山科学研究所
行事・その他 1.0 学校職員

合計 21.0
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　コ　特別教育　はしご自動車研修
教科目・分類指標 時間 講師

取扱基本理論　特殊装置の構造 2.5 株式会社モリタテクノス

はしご自動車の故障と対策 4.0
株式会社モリタ、
峡北・峡南・南アルプス市消防
本部

はしご自動車の点検整備・安全管理（学科） 3.0 東京消防庁

はしご自動車の基本取扱操作 3.0
はしご自動車の応用取扱操作 3.5
行事その他 1.0 学校職員

合計 21.0

教科目・分類指標 時間 講師
火災性状・消火理論・検討会 2.0 学校職員
実火災訓練 4.0 各消防本部指導教官、学校職員

行事・その他 1.0 学校職員
合計 7.0

　シ　特別教育　無線従事者講習
教科目・分類指標 時間 講師

法規 5.0
無線工学 4.0
修了試験（法規・無線工学） 2.0

合計 11.0

　ス　特別教育　玉掛け技能講習
教科目・分類指標 時間 講師

クレーン等の玉掛けの方法 3.0
力学に関する知識 3.0
クレーン等に関する知識 1.0
関係法令 1.0
クレーン等の玉掛けの方法、合図 3.0
クレーン等の運転のための合図（実技） 1.0
クレーン等の玉掛け 4.0
修了試験（学科） 1.0
修了試験（実技） 2.0
行事・その他 2.0 学校職員

合計 21.0

教科目・分類指標 時間 講師
小型移動式クレーンに関する知識 6.0
関係法令 1.0
原動機及び電気に関する知識 3.0
運転のための合図 1.0
小型移動式クレーンの運転（実技） 6.0
修了試験（学科） 1.0
修了試験（実技） 2.0
行事・その他 1.0 学校職員

合計 21.0

4.0

甲府地区・峡南・南アルプス
市・峡北消防本部

建設業労働災害防止協会
（山梨県支部）

　セ　特別教育　小型移動式クレーン運転技能講習
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建設業労働災害防止協会
（山梨県支部）

（一社）無線従事者養成センター

　サ　特別教育　濃煙熱気実火災研修

はしご自動車の点検整備・安全管理（実技）
東京消防庁、甲府地区消防本
部



　ソ　特別教育　玉掛業務従事者安全衛生教育
教科目・分類指標 時間 講師

最近の玉掛け用具等の特徴 1.0
玉掛け用具等の取扱いと保守管理 3.0
災害事例研究及び関係法令 2.0
行事・その他 1.0 学校職員

合計 7.0

　タ　特別教育　水難救助研修
教科目・分類指標 時間 講師

水難救助概論 2.5 学校職員
安全管理 4.0 富士五湖消防本部
水面・潜水救助活動 13.0 ダイビングベル
水難救助訓練 7.0 峡南消防本部
流水救助活動 7.0 峡南消防本部
資機材点検・整備・検討会 0.5 学校職員
行事その他 1.0 学校職員

合計 35.0

　チ　特別教育　山岳救助研修
教科目・分類指標 時間 講師

安全管理 6.5
消防防災航空隊、山梨県警察
本部、笛吹市消防本部

資器材の諸元・性能 3.0
資器材の取り扱い 2.0
山岳救助活動（降下・登はん） 1.5
山岳救助活動（高所救助） 14.0 大月市消防本部
山岳救助活動（低所救助） 7.0 富士五湖消防本部
行事その他 1.0

合計 35.0

教科目・分類指標 時間 講師
安全管理・確保理論
装備点検・器具の使用方法・支点構築
基礎研修Ⅰ
基礎研修Ⅱ
総合研修
行事その他

合計 0.0

　テ　特別教育　救急隊長研修
教科目・分類指標 時間 講師

救急行政の現状と課題・メディカルコントロール体制 2.5 消防保安課
救急行政の現状と課題（討論）・個人情報保護・救急業務に関わる法律問題 3.0 学校職員
コミュニケーションスキル・救急活動時の接偶力向上研修 3.5 日本ペップトーク普及協会
指導救命士制度・現任救急隊員教育のあり方 4.0 峡北消防本部
行事・その他 1.0 学校職員

合計 14.0
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建設業労働災害防止協会
（山梨県支部）

　ツ　特別教育　山岳救助指導者養成研修（未実施）

富士五湖消防本部



　ト　特別教育　機関員研修
教科目・分類指標 時間 講師

消防用自動車等の基本的事項 1.0 学校職員
道路交通関係法規 1.5 山梨県警察交通企画課
走行訓練 4.0 山梨自動車学校

ポンプ工学・運用 7.0
日本機械工業株式会社
株式会社シバウラ防災製作所
三和防災株式会社

消火理論・放水隊形 6.5 富士五湖消防本部
行事・その他 1.0 学校職員

合計 21.0

　ナ　特別教育　フルハーネス型墜落制止用器具講習（未実施）
教科目・分類指標 時間 講師

作業に関する知識
墜落制止用器具に関する知識
労働災害の防止に関する知識
関係法令
墜落制止用器具の使用方法等

行事・その他
合計 0.0

教科目・分類指標 時間 講師
通信指令員の役割 2.5 横浜市消防局
通信コミュニケーション
事案対応
図上訓練 3.5
通報対応訓練 4.0
医学的知識 3.0 山梨県立中央病院
事例研究 4.0 学校職員
行事その他 1.0 学校職員

合計 21.0

　ヌ　特別教育　女性消防吏員研修
教科目・分類指標 時間 講師

事例研究（ディスカッション） 2.5 学校職員
業務管理 4.0 愛媛県消防学校
火災性状・消火理論・個人装備 3.0 学校職員
実火災訓練 2.0 学校職員
検討会 1.5 学校職員
行事・その他 1.0 学校職員

合計 14.0

3.0

　二　特別教育　通信指令員研修

フィルタス株式会社
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（２）　消防団員

　ア　基礎教育

教科目・分類指標 時間 講師

講話（職責と心構え） 1.0

訓練礼式　 1.5

火災防ぎょ　 1.5

ポンプ操法 2.0

行事・その他 1.0

合計 7.0

　イ　専科教育　警防科

教科目・分類指標 時間 講師

火災防ぎょ（座学） 2.5

火災防ぎょ・安全管理（実技） 3.5

行事・その他 1.0

合計 7.0

　ウ　専科教育　機関科

教科目・分類指標 時間 講師

道路交通関係法令

ポンプ運用（座学） 1.5

ポンプ運用（実技） 2.5

機関整備（座学） 1.0

行事・その他 1.0 学校職員

合計 7.0

　エ　幹部教育　初級幹部科

教科目・分類指標 時間 講師

講話（職責と心構え） 1.0

訓練礼式 2.5

防災 2.0 未来会

現場指揮・安全管理 3.0

現場指揮・防災指導要領 2.5

行事・その他 1.0

合計 12.0

学校職員
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学校職員

学校職員

緊急走行要領
1.0 学校職員

学校職員

三和防災



　オ　幹部教育　指揮幹部科　現場指揮課程

教科目・分類指標 時間 講師

講話・現場指揮・安全管理 1.5 学校職員

避難誘導訓練　水災活動訓練 1.0 学校職員

地域防災指導訓練（住民指導・消防訓練） 3.0 学校職員

火災防ぎょ訓練　災害情報収集・伝達訓練 3.5 学校職員

行事・その他 1.0 学校職員

合計 14.0

　カ　幹部教育　指揮幹部科　分団指揮課程

教科目・分類指標 時間 講師

講話 1.0 学校職員

消防組織制度・安全管理 1.5 学校職員

災害対応図上訓練 2.5 未来会

防災 3.0 未来会

事例研究 3.0 学校職員

行事・その他 1.0 学校職員

合計 12.0

教科目・分類指標 時間 講師

ポンプ車操法

小型ポンプ操法

合計 4.0

教科目・分類指標 時間 講師

訓練礼式 1.5 学校職員

合計 1.5

教科目・分類指標 時間 講師

小型ポンプ操法 2.0 学校職員

合計 2.0

大月市消防本部・学校職員
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　キ　特別教育　移動消防学校（１１月）（東部支部）

三和防災、学校職員救助・救命訓練 4.0

　ケ　特別教育　一日入校　（中央市（バイク隊））

4.0

　ク　特別教育　一日入校　（南アルプス市）



教科目・分類指標 時間 講師

小型ポンプ操法 2.0 学校職員

合計 2.0

教科目・分類指標 時間 講師

ドローンの概要・法律、ドローンの構造・運用 3.0 (株)JDRONE

基本操作実習・応用操作実習 5.5 (株)JDRONE、学校職員

夜間飛行 1.5 (株)JDRONE、学校職員

ケーススタディ 1.0 (株)JDRONE、学校職員

行事・その他 1.0 学校職員

合計 12.0

　シ　特別教育　チェーンソー取扱い研修

教科目・分類指標 時間 講師

チェーンソーの基礎知識 2.0

チェーンソーの操作・点検及び整備 2.0

行事・その他 1.0 学校職員

合計 5.0

教科目・分類指標 時間 講師

住民指導（救急法・応急手当、指導要領実技等） 2.5

行事・その他 0.5

合計 3.0

　サ　特別教育　ドローン基礎研修

三和防災、学校職員
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　コ　特別教育　一日入校　（丹波山村）

学校職員

　ス　特別教育　女性消防団員研修



　

所属消防本部 階　級 氏　名

最優秀賞
甲府地区広域行政事務

組合消防本部
消防士 小泉

コイズミ

　幸太
コウタ

優秀賞
甲府地区広域行政事務

組合消防本部
消防士 依田

ヨダ

　純真
トウマ

優秀賞
甲府地区広域行政事務

組合消防本部
消防士 藤嶋

フジシマ

　駿輔
シュンスケ

優秀賞 東山梨消防本部 消防士 深澤
フカサワ

　悠真
ユウマ

特別賞 都留市消防本部 消防副士長 山貝
ヤマガイ

　柊太
シュウタ

特別賞
甲府地区広域行政事務

組合消防本部
消防士 幡

ハタ

野
ノ

　颯我
ソウガ

特別賞 都留市消防本部 消防副士長 関戸
セキド

　蒼大
ソウダイ

特別賞
甲府地区広域行政事務

組合消防本部
消防士 齋藤

サイトウ

　理子
リコ

特別賞
甲府地区広域行政事務

組合消防本部
消防士 萩原

ハギハラ

　翼
ツバサ
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４　被表彰者一覧表

被　　表　　彰　　者
表彰区分教育訓練課程名

 初任総合教育



 

 

第５ 

 

条例及び規則・その他資料 



○ 山 梨 県 消 防 学 校 設 置 条 例 

 

（昭和４０年３月３１日山梨県条例第９号）  

改正 昭和 50年７月 12日条例第 14号 

改正 平成 17年７月 12日条例第 83号 

 山梨県消防学校設置条例をここに公布する。 

   山梨県消防学校設置条例 

 （設置） 

第一条 消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 51条の規定により、消防職員及び消防団員の

訓練を行うため、消防学校を設置する。 

 （位置及び名称） 

第二条 消防学校の位置及び名称は、次のとおりとする。 

   位置  中央市 

   名称  山梨県消防学校 

   （昭 50条例 14・平 17条例 83・一部改正） 

 （職員） 

第三条 山梨県消防学校に校長その他の職員を置く。 

 （実施規定） 

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、昭和 40年４月１日から施行する。 

 （条例の廃止） 

２ 山梨県消防訓練所設置条例（昭和 29年山梨県条例第 10号）は、廃止する。 

 

附 則（昭和 50年条例第 14号） 

  この条例の施行期日は、規則で定める。 

   （昭和 50年規則第 27号で昭和 50年８月１日から施行） 

 

附 則（平成 17年条例第 83号） 

  この条例は、平成 18年２月 20日から施行する。 

 

 

 

 

７５ 



○ 山 梨 県 消 防 学 校 規 則 

 

（昭和４０年４月１日山 00梨県規則第 23号） 

改正 昭和５１年４月１日規則第 29号 

改正 平成１６年３月３０日規則第６号 

改正 平成２７年３月２５日規則第７号 

 山梨県消防学校規則を次のように定める。 

   山梨県消防学校規則 

 （趣旨） 

第一条 この規則は、山梨県消防学校設置条例（昭和 40 年山梨県条例第９号）に基づき、山梨

県消防学校（以下「学校」という。）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （教育訓練の種類等） 

第二条 学校の教育訓練の種類、対象及び内容は、別表のとおりとする。 

２ 前項の教育訓練の種類、教科目及び時間数は、消防学校の教育訓練の基準（平成 15 年

消防庁告示第３号）を勘案して、校長が定める。 

   （昭 51規則 29・全改、平 16規則６・全改） 

 （教育訓練の実施計画） 

第三条 校長は、翌年度において行う教育訓練の実施計画を毎年１月 31 日までに作成し、知事

の承認を受けなければならない。 

２ 校長は、前項の実施計画について知事の承認があったときは、これを市町村長及び消防

長に通知しなければならない。 

   （昭 51規則 29・全改、平 16規則６・一部改正） 

 （入校） 

第四条 教育訓練を受ける者（以下「訓練生」という。）の入校については、市町村長又は消防長

の推薦した者について校長が審査のうえ許可するものとする。 

   （昭 51規則 29・全改、平 16規則６・一部改正） 

 （休校及び退校） 

第五条 訓練生は、病気その他やむを得ない理由により休校し、又は退校しようとするときは、校

長の許可を受けなければならない。 

   （昭 51規則 29・全改） 

 （考査） 

第六条 校長は、訓練生の修業実績を調査するために、必要に応じて考査を行うことができる。 

２ 前項の考査は、学科及び実科について行い、評定方法については、校長が別に定める。   

（昭 51規則 29・全改） 

 

７６ 



 （退校処分） 

第七条 校長は、訓練生が次の各号の一に該当するときは、退校を命ずることができる。 

 一 校内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。 

 二 成績不良その他の理由により成業の見込みがないと認めるとき。 

   （昭 51規則 29・全改） 

 （卒業等） 

第八条 校長は、初任総合教育の所定の教科を修了した訓練生に対し卒業証書（第１号様式）を、

初任総合教育以外の教育訓練の所定の教科を修了した訓練生に対し修了証書（第２号

様式）を授与するものとする。 

   （平２７規則７・一部改正） 

 （賞） 

第九条 校長は、成績が優秀であり、かつ、教育訓練を受ける態度が他の模範であると認められ

る訓練生を賞することができる。 

   （昭 51規則 29・旧第 14条繰上・一部改正） 

 （委任） 

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は校長が定める。 

   （昭 51規則 29・旧第 15条繰上） 

    

附 則 

     この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則（昭和 51年規則第 29号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の山梨県消防学校規則第２条の規定にかかわらず、教育訓練の

教科目及び時間数については、当分の間、必要に応じ、校長が知事の承認を得て減ずるこ

とができるものとする。 

  

附 則（平成 16年規則第６号） 

     この規則は、平成 16年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第７号） 

     この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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 別表（第２条関係）（平 16規則第６・追加、平２７規則第７号・一部改正） 

  教育訓練の種類 教育訓練の対象及び内容 

１ 初任総合教育 

新たに採用した消防職員の全てに対して行

う基礎的教育訓練、及び救急業務の分野に関

する専門的教育訓練 

 

 

２ 基礎教育 

任用後経験期間の短い消防団員に対して

行う基礎的教育訓練 

 

 

３ 専科教育 

現任の消防職員及び主として基礎教育を修

了した消防団員に対して行う特定の分野に関

する専門的教育訓練 

 

４ 幹部教育 

幹部及び幹部昇任予定者に対して行う消防

幹部として一般的に必要な教育訓練 

 

 

５ 特別教育 

１の項から４の項までに定める教育訓練以

外の教育訓練で、消防職員及び消防団員に

対して特別の目的のために行うもの 
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第１号様式（第８条関係）（昭 51規則 29・全改、平２７規則第７号・一部改正） 

 

卒  業  証  書 

 

 

                      氏  名 

 

本校初任総合教育の課程を卒業したことを証します。 

 

 

 

                             年   月   日 

 

                           山梨県消防学校長  □印  

 

 

 

 

第２号様式（第８条関係）（昭 51規則 29・平 16規則６・一部改正） 

 

修  了  証  書 

 

 

                      氏  名 

 

本校   の課程を修了したことを証します。 

 

 

 

                             年   月   日 

 

                           山梨県消防学校長  □印  
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○ 山 梨 県 消 防 学 校 表 彰 要 綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、山梨県消防学校規則第９条に基づき、表彰に関する事項を定める。 

 

（表彰の種類） 

第２条 表彰の種類は、最優秀賞、優秀賞、特別賞とする。 

 

（被表彰者） 

第３条 表彰は、次の各号に該当する者について学校長が行う。 

（１）最優秀賞……………教育課程を抜群な成績で終了し、他の訓練生の模範として表彰 

に値すると認められた者 

（２）優秀賞………………教育課程を優秀な成績で修了し、他の訓練生の模範として表彰 

に値すると認められた者 

（３）特別賞………………教育訓練に精励し、他の訓練生の模範として表彰に値すると認

められた者 

 

（選考委員及び表彰委員） 

第４条 選考委員は、各教育課程の担当教官及び副担当教官をもって構成し、被表彰者を

選考する。表彰委員は、校長、教頭及び全教官をもって構成し、選考委員が選考し

た被表彰者について相互に協議の上、被表彰者を決定する。 

 

（被表彰者の選考） 

第５条 被表彰者の選考については、別記選考基準により行う。 

 

（表彰状の授与） 

第６条 表彰は、表彰状を授与しこれを行う。 

 

（表彰期日） 

第７条 表彰は、各教育課程の修了日に行うものとする。ただし、特別の事由がある場合

はこの限りでない。 

 

（その他） 

第８条 この要綱の実施に関して必要な事項は、校長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、昭和６３年４月１日から実施する。 

      令和６年４月１日から施行する。 
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（別記） 

選    考    基    準 

 

区  分 対  象  者 表  彰  基  準 備   考 

最 優 秀 賞 教育課程の訓練生  学科及び実科における各効果

測定において、抜群の成績であ

るとともに受講態度、生活態度

も他の訓練生の模範となる者 

 ただし、消防職員初任教育初

任課程の訓練生（以下「学生」

という。）においては、次の各号

を満たす者 

１ 効果測定平均が９０点以上 

２ 体力評定Ａランク 

３ 生活態度Ａランク 

４ 欠講なし、ただし特別な理 

由がある場合は、考慮する。 

 最優秀賞は優

秀賞該当者のな

かから選考する

ものとする。 

優  秀  賞 教育課程の訓練生  学科及び実科における各効果

測定において、抜群の成績であ

るとともに受講態度、生活態度

も他の訓練生の模範となる者 

 ただし、消防職員初任教育初

任課程の訓練生（以下「学生」

という。）においては、次の各号

を満たす者 

１ 効果測定平均が８０点以上 

２ 体力評定Ａランク 

３ 生活態度Ａランク 

４ 欠講なし、ただし特別な理 

由がある場合は、考慮する。 

 

特  別  賞 教育課程の訓練生 １ 教育訓練に精励し他の訓練

生の模範となる者 

２ 入校中に特別な篤行、善行

のあった場合 

３ その他、校長が必要と認め

た場合 
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案内略図中の※印は、消防学校案内表示板設置箇所を示しています。

校舎新設に伴い駐車場が新校舎北側に変更となります。
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教育訓練実施計画全文及び各種様式は、山梨県消防学校ホームページからダウンロード 

できます。 

 

掲載ページＵＲＬ https://www.pref.yamanashi.jp/shobo-gk/kunren/soft.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
令和８年４月１日 

 

 

発行元  山 梨 県 消 防 学 校 
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